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ははじじめめにに

近近年年、、少少子子高高齢齢化化やや単単身身世世帯帯のの増増加加ななどど人人々々がが生生活活しし

てていいくく中中ででのの問問題題がが複複雑雑多多様様化化ししてていいまますす。。

ままたた、、ココロロナナ禍禍にによよるる影影響響はは人人々々ののラライイフフススタタイイルルをを

大大ききくく変変化化ささせせままししたた。。

ままたた、、まますすまますす地地域域ココミミュュニニテティィのの希希薄薄化化はは人人とと人人とと

のの繋繋ががりりをを弱弱くくしし、、孤孤立立化化等等のの問問題題がが生生じじてていいまますす。。

ここれれららのの課課題題をを解解決決すするるたためめににはは、、高高齢齢者者支支援援制制度度やや障障ががいい者者支支援援制制

度度、、子子どどもも・・子子育育てて支支援援制制度度等等ののそそれれぞぞれれのの制制度度でではは解解決決がが困困難難でであありり、、

横横断断的的なな支支援援がが必必要要でですす。。

ここののよよううなな中中、、町町でではは、、様様々々なな地地域域課課題題にに対対応応すするるたためめ行行政政がが策策定定すするる

「「酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画」」とと、、社社会会福福祉祉協協議議会会がが策策定定すするる「「酒酒々々井井町町地地域域

福福祉祉活活動動計計画画」」をを平平成成 2244年年にに第第１１期期計計画画をを策策定定ししてて以以来来、、一一体体的的にに推推進進

すするるここととでで、、住住民民、、団団体体等等とと地地域域課課題題をを共共有有しし、、取取りり組組んんでで参参りりままししたた。。

今今回回第第３３期期地地域域福福祉祉計計画画のの推推進進ににああたたっっててはは、、令令和和３３年年度度にに第第６６次次

酒酒々々井井町町総総合合計計画画をを、、健健康康・・福福祉祉・・子子育育てて分分野野でで「「誰誰ももがが健健ややかかにに暮暮ららせせ

るる、、支支ええ合合いいののままちちづづくくりり」」をを基基本本目目標標にに 1100 年年間間のの取取りり組組みみをを指指針針ととしし、

地地域域共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたたままちちづづくくりりをを目目指指ししてて参参りりまますす。。

町町民民のの皆皆様様方方ににおおかかれれままししててもも、、「「助助けけ合合いい・・支支ええ合合うう、、福福祉祉のの町町 酒酒々々

井井」」実実現現ののたためめごご支支援援、、ごご協協力力をを賜賜わわりりまますすよよううおお願願いい申申しし上上げげまますす。。

結結びびにに、、ここのの度度のの計計画画をを策策定定すするるににああたたりり貴貴重重ななごご意意見見、、ごご審審議議ををいいたた

だだききままししたた酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画策策定定委委員員のの皆皆様様、、各各種種アアンンケケーートトににごご

意意見見ををいいたただだききままししたた皆皆様様にに心心かからら感感謝謝申申しし上上げげまますす。。

令令和和 55 年年 33 月月

酒酒々々井井町町長長 小小 坂坂 泰泰 久久



ははじじめめにに

近近年年のの地地域域福福祉祉をを取取りり巻巻くく環環境境はは、、少少子子高高齢齢化化やや核核

家家族族化化のの進進行行ととととももににココロロナナ禍禍のの影影響響ももあありり大大ききくく変変

化化 化化しし、、生生活活困困窮窮やや日日常常生生活活へへのの支支援援ををははじじめめ、、高高齢齢者者

やや児児童童又又はは障障ががいい者者ななどどにに対対すするる地地域域福福祉祉にに関関すするる課課

題題はは、、複複雑雑でで多多様様化化すするるここととがが懸懸念念さされれてていいまますす。。

そそののよよううなな中中、、社社会会福福祉祉協協議議会会ととししててはは、、町町行行政政とと

一一体体ととななりり「「第第２２期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画」」にに基基づづいい

てて地地域域福福祉祉のの推推進進にに努努めめててままいいりりままししたた。。

ここののたたびび、、計計画画期期間間のの満満了了にに伴伴いい、、様様々々なな福福祉祉関関係係者者にによよるる第第３３期期地地域域

福福祉祉計計画画等等策策定定委委員員会会のの皆皆様様ののごご協協力力にによよりり、、今今後後５５年年間間のの新新たたなな計計画画

をを策策定定いいたたししままししたた。。

酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画はは、、町町のの総総合合計計画画のの基基本本目目標標

をを大大ききなな柱柱ととししてて地地域域福福祉祉のの方方針針をを明明ららかかににししてて、、地地域域ででのの取取りり組組みみをを

明明ららかかににすするるももののでですす。。

ここれれかかららのの地地域域福福祉祉ににおおいいててはは、、地地域域でで抱抱ええるる問問題題やや課課題題をを解解決決すするる

たためめ、、地地域域住住民民やや各各種種関関係係機機関関、、町町及及びび社社会会福福祉祉協協議議会会がが連連携携しし、、地地域域共共

生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた取取りり組組みみをを進進めめらられれるるよようう、、新新たたなな生生活活様様式式をを踏踏

ままええ、、町町民民をを主主体体ととししててそそれれぞぞれれがが連連携携、、協協働働ししてて取取りり組組んんでで行行くくここととがが

重重要要ででああるるとと考考ええまますす。。

第第３３期期計計画画のの推推進進ににああたたっっててはは、、町町とと社社会会福福祉祉協協議議会会がが一一体体ととななりり、、町町

のの総総合合計計画画ににああるる「「誰誰ももがが健健ややかかにに暮暮ららせせるる、、支支ええ合合いいののままちちづづくくりり」」をを

目目指指しし、、ななおお一一層層のの福福祉祉のの保保持持増増進進にに努努めめるるよようう進進めめててままりりまますす。。

結結びびにに、、本本計計画画のの策策定定ににああたたりり、、策策定定委委員員のの皆皆様様ををははじじめめ、、ごご意意見見ををいい

たただだききままししたた町町民民のの皆皆様様にに心心かからら感感謝謝申申しし上上げげまますす。。

令令和和 55 年年 33 月月

社社会会福福祉祉法法人人

酒酒々々井井町町社社会会福福祉祉協協議議会会

会会 長長 斉斉 藤藤 廣廣
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第第 11 章章 計計画画のの策策定定ににああたたっってて
１１ 地地域域福福祉祉ととはは

地域福祉とは「地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福

祉、その他の福祉など様々な福祉サービスを必要とする人が身近な『地域』

でその人らしい自立した生活を送る」ことを実現して、誰もが地域で、そ

の人らしく安心した生活が送れるようにすることを目指すことです。

私たちが住んでいる酒々井町で誰もが安心して暮らしていくために困

りごとや課題を地域の住民、行政、社会福祉協議会、事業者や団体が協力

して解決に向けて取り組んでいくものです。

２２ 地地域域共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけてて
「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏ま

え、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を

超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく社会を目指すものです。

第３期の計画は、多様化している社会問題に対して包括的な支援体制

を構築するため、相談支援体制、参加支援、地域づくりを一体的に進め

る、地域共生社会を目指します。

３３ 地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画ととはは
「地域福祉計画」は、社会福祉法第 4条に規定された地域福祉を推進

するための行政計画であり、同法第 107 条に規定された市町村地域福祉

計画です。

「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が策定するもので、すべて

の地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする

事業を経営する者が相互に協力して策定する地域福祉の推進を目的とし

た民間の活動・行動計画です。その内容は、福祉ニーズが現れる地域社

会において、福祉課題の解決をめざして、住民や民間団体の行う解決活

動と必要な資源の造成・配分活動などを組織立って行うことを目的とし

て体系的にまとめたものです。

地域住民、町、社会福祉協議会がこれまで以上に緊密な連携と協働を

推進していくために、本計画は、町の行政計画である｢酒々井町地域福

祉計画｣と、住民を構成員とする社会福祉協議会を中心とした民間の計

画である｢酒々井町地域福祉活動計画｣を一体的なものとして策定したも

のです。

４４ 地地域域福福祉祉推推進進のの背背景景とと必必要要性性
昨今、少子高齢化、核家族化の進行、新型コロナウイルス感染症の影響

により、社会環境は著しく変化しました。それに伴い、地域における住民
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同士の交流も大きく変わり、地域住民相互のつながりが希薄化してきてい

ます。また世帯構成の少人数化が進み家庭内においても個々のかかわりが

減少し、家族のつながりが希薄化していくことが懸念されます。

福祉分野においても、日常生活への支援などの課題に加え、地域福祉の

担い手不足、ひきこもり、生活困窮者の増加、高齢者や障がい者、児童へ

の虐待やＤＶ、認知症高齢者や障がい者の権利擁護など、多くの課題が顕

在化しています。

さらに、様々な課題が複合的に絡み合い、より一層多様化・複雑化する

事例が増加してくことが懸念されます。

地域や家族を取り巻く状況が大きく変化する中、すべての人が住み慣れ

た地域の中で安心して生活していくためには、市民参加による幅広い地域

福祉の取り組みや、ボランティア、ＮＰＯ法人並びに事業所等が地域と相

互に連携し、地域全体で支え合う社会の実現が求められます。

公的なサービスの狭間にある人を住民相互の助け合いで支え、自立し

た生活を支援する福祉サービスや地域ぐるみの福祉活動により、誰もが

安心して暮らせるまちづくりが必要です。

５５ 地地域域福福祉祉にに関関すするる動動向向
①生活困窮者自立支援法(平成 27年 4月)

生活困窮者が増加する中で、自立相談支援事業、住居確保給付金の

支給、その他の支援を早期に行うことにより、生活困窮者の自立の促

進を図るために整備されました。

②成年後見制度の利用促進（平成28年 5月）
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由によって、判断能力が

不十分となった方が、財産管理や契約で不利益を被ったり尊厳が損な

われたりすることのないよう、地域連携ネットワークの一層の充実な

どの成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進める必要があります。

③「我ごと・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置（平成28年 7月）
「地域共生社会」の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに

位置づけ、平成 29 年介護保険法の法改正、平成 30年度・令和 3年度

の介護・障がい福祉の報酬改定、平成 30年度の生活困窮者支援制度の

見直しに向けて、部局横断的に幅広く検討を行うために設置された組

織です。

④改正社会福祉法の施行（令和3年 4月）
地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支

援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点か

ら、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認

知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデー

タ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化

、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置が盛り込まれまし

た。
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タ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化

、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置が盛り込まれまし
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６６ 計計画画のの位位置置づづけけ
酒々井町地域福祉計画は、酒々井町総合計画、基本計画を上位計画と

し、地域福祉の取り組みの方向性を具体化するもので、各種分野別計画

との整合性と連携を図って、地域福祉の視点、理念、方針などを明示し

地域における展開を総括する役割をもつものです。

このため本計画は高齢者、障がい者、子どもなどの福祉の各分野にお

ける共通的な分野を記載する、上位計画として位置づけられています。

なお、各個別の計画にある具体的な事業やサービスについて連携し、

推進していきます。
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７７ 計計画画のの期期間間
①令和５年度から５年間とします。

②計画を推進、評価する体制を確保します。

８８ 計計画画のの策策定定体体制制とと手手順順
（（１１））策策定定体体制制

策 定 委 員 会
【１９名】

協働部会
（５名）

☆見守り･支え合い

☆連 携

☆相 談

☆ボランティア

交流部会
（６名）

☆交流の場

☆福祉施設

☆生きがいづくり

☆広報・情報

安心・安全部会
（６名）

☆在宅支援
☆健康づくり
☆支 援
☆生活福祉
☆防災対策
☆移動手段

事務局 アドバイザー
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７７ 計計画画のの期期間間
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（（２２））策策定定のの手手順順

策定委員選任・策定委員会の設置

ニーズ収集・整理

策定委員会で協議

策定委員会を3部会に分けニーズの協議・検討

部会検討結果を集約し、策定委員会で協議

協議されたニーズを基に骨子案の作成

策定委員会に骨子案を示した後、「地域福祉

フォーラム」を開催し、計画の周知及び意見募集

策定委員会へ素案の提出

素案に対するパブリックコメントの募集

策定委員会より町長へ答申

地域福祉計画・地域福祉活動計画策定
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（（３３））第第３３期期地地域域福福祉祉計計画画等等策策定定委委員員会会開開催催状状況況

有識者、一般公募、議会代表、各種福祉団体代表より委員 19 名を委嘱

し、アンケート結果に基づいて、地域課題を把握し住民の立場で議論して

まいりました。

開催日 内容

令和 4年 5月 11 日（水）

委嘱状交付

委員長・副委員長の選任について

地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定について

令和 4年 6月 28 日（火）
第２期計画の中間評価について

第３期計画の策定スケジュールについて

令和 4年 7月 28 日（木） 課題収集と分析・グループ討議

令和 4年 8月 29 日（月） 課題の解決策について・グループ討議

令和 4年 9月 29 日（木） 計画体系図について・グループ討議

令和 4年 10 月 27 日（木） 計画体系図について・グループ討議

令和 4年 11 月 13 日（日） 令和４年度しすい健康ふくしフェスティバル

令和 4年 12 月 23 日（金） 計画体系図及び本論（案）について

令和 5年 1月 25 日（水） 計画体系図及び本論（案）について

令和 5年 2月 22 日（水） 計画の素案について

令和 5年 3月 29 日（水） 計画の答申
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（（４４））地地域域福福祉祉フフォォーーララムム開開催催実実績績

計画の周知や、地域活動を紹介する場として「地域福祉フォーラム」を

開催しました。

（（５５））ししすすいい健健康康ふふくくししフフェェスステティィババルル開開催催実実績績

従前地域福祉フォーラムとして開催しておりましたが、令和元年度より

福祉と健康に対する意識を高めるきっかけづくりとして規模を拡大して

開催しています。

開催日 内容

令和元年 12 月 22 日（日）

・人権ポスター展入賞者表彰式

・ゲートキーパー研修会 ・80 歳青年式

・各種体験コーナー ・オレンジカフェ

・ボッチャ体験 ・出店コーナー等

令和２年度、令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止

令和４年 11 月 13 日（日）

・人権ポスター展入賞者表彰式

・パネルディスカッション「地域共生社会を目指して」

・各種活動紹介パネル展示（ＲＵＮ伴活動紹介等）

・しすいハート体操

開催日 テーマ

平成 25 年 2 月 16 日（土）
第 1期地域福祉計画・地域福祉活動計画について

・計画策定部会による発表

平成 26 年 2 月 22 日（土）

地域交流のきっかけづくり

・一人暮らし高齢者との昼食会

・布ぞうり作りを通じた交流活動

・子ども会活動を通じて

・災害時における町内福祉施設の対応

平成 27 年 2 月 20 日（金）

地域交流のきっかけづくり

・地域交流：ＮＰＯ Ｂ-ｎｅｔ子どもセンター

墨ＳＳＳＣの活動

・健康づくり：ウォーキングマップ

ラジオ体操

平成 28 年 2 月 22 日（土）

東日本大震災から５年「地域の防災は？」

・東しすい２丁目自主防災組織

・アイビ・ネオハイツ酒々井管理組合

・酒々井町消防団

・手をつなぐ親の会

・東酒々井４丁目民生委員児童委員

平成 29 年 2 月 26 日（日）

安心して外出できる環境について考えてみませんか？

・酒々井町ふくしマップ作製実行委員会

・佐倉市千代田地区社会福祉協議会

平成 30 年 1 月 28 日（日）
第２期地域福祉計画・地域福祉活動計画について

・計画策定部会による発表
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第第２２章章 酒酒々々井井町町のの現現状状とと課課題題
１１ 町町のの姿姿

本町は、千葉県の北部に位置しており、周囲は成田市、佐倉市、印西市、

富里市、八街市と接しています。東西に 4.2km、南北に 6.2km にわたって

広がっており、総面積の 19.01 ㎢は、県内では浦安市に次いで 2 番目に小

さな面積です。

その町内には駅を中心として住宅地や主要施設等の都市機能の多くが

コンパクトに集約されています。

東京都心から約 50km、県都である千葉市の中心部から約 20km という立

地にあり、町内には鉄道 3路線・4 駅が立地し、ＪＲ酒々井駅、京成酒々

井駅から東京都心へは約 1 時間、千葉駅へは約 25 分で行き来することが

できます。また東関東自動車道の酒々井インターチェンジがあり、鉄道、

高速道路の両面で都心へのアクセス環境が良好な町だといえます。南部地

域には、酒々井インターチェンジに近接してアウトレット施設が立地して

おり、新たな雇用を創出するとともに、町外からも多くの交流人口を集客

しています。

また町域は、北西部が利根川低地、それ以外が北総台地によって構成さ

れており、６割以上が田畑、山林等の自然的土地利用となっています。平

地に広がる田園風景、地下水等の豊かな水資源、なだらかな丘陵地に広が

る斜面緑地など、豊かな自然環境に恵まれた町となっています。

このように、コンパクトな町であること、交通利便性が高いロケーショ

ンにあること、都心に近いにもかかわらず自然環境に恵まれていることな

どが本町の特色だといえます。
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酒酒々々井井町町全全体体図図

下下岩岩橋橋

伊伊篠篠

伊伊篠篠新新田田

柏柏木木

中中川川

中中央央台台 東東酒酒々々井井

ふふじじきき野野

上上岩岩橋橋

酒酒々々井井

本本佐佐倉倉

馬馬橋橋

墨墨 飯飯積積

尾尾上上

上上本本佐佐倉倉

下下台台

酒酒々々井井小小学学校校○文 ○文大大室室台台小小学学校校

○文酒酒々々井井中中学学校校
酒酒々々井井役役場場◎◎

JJRR酒酒々々井井駅駅
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２２ 各各種種統統計計
（１）町の人口の推移と予測

本町の総人口は、成田国際空港の開港や町内の住宅団地の整備により、

昭和 40～50 年代に増加を続けてきましたが、昭和 60 年（1985 年）頃か

らその勢いは弱まり、平成 17年（2005 年）をピーク（21,385 人）に減少

傾向に転じています。令和 2年の国勢調査実績値をベースとした町の推計

では、令和 12 年（2030 年）には 19,658 人まで減少すると予測されてい

ます。令和 2 年（2020 年）までの年齢 3 区分別の動向をみると、年少人

口、生産年齢人口はすでに減少している一方、老年人口は増加傾向となっ

ています。

人口増減の要因となる「転入」「転出」「出生」「死亡」の 4 つの要素別

に近年の動きをみると、平成 14～16 年に転入数が急増したことから、人

口の増加幅も一時的に大きくなっています。ただ、それ以外の年は転入数

と転出数の間に大きな差異はなく、「転入数－転出数」である社会増減は

±0近くで推移しています。

出生数と死亡数については、平成 21年（2009 年）に死亡数が出生数を

上回ってから、その幅は拡大を続けています。「出生数－死亡数」である

自然増減はマイナスの幅が大きくなっており、これが本町の人口減少の要

因となっています。その背景には少子化による出生数の減少と、高齢化に

よる死亡数の増加があります。 （出典：第６次酒々井町総合計画）

①人口の推移と予想 ※本データは不詳数を含んでいないため、合計数は一致しません。

22,,996622 22,,229988 22,,662222 22,,770066 22,,447766 22,,004488  11,,667744  11,,552299  

1144,,996699
1144,,996699 1155,,335588

1133,,885511
1122,,336633
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1111,,554488  

1100,,995588  

22,,001188 22,,552255
33,,440055

44,,661188
55,,997700

66,,994433  77,,117711  
77,,117711  

1144..88%%

1111..66%% 1122..33%% 1122..77%%
1111..88%% 99..88%% 88..22%% 77..88%%

7744..88%% 7755..44%%
7711..88%%

6655..22%%
5599..00%%

5566..00%% 5566..66%% 5555..77%%

1100..11%%

1122..77%%
1155..99%%

2211..77%% 2288..55%%

3333..11%% 3355..22%% 3366..55%%

00人人
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2255,,000000人人
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5500..00%%
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7700..00%%
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年年少少人人口口（（人人）） 生生産産年年齢齢人人口口（（人人）） 老老年年人人口口（（人人））

年年少少人人口口((構構成成比比)) 生生産産年年齢齢人人口口構構成成比比 老老年年人人口口((構構成成比比))

21,385
20,955

21,234
19,855

20,745 20,39320,019 19,658
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②出生数と死亡数

（２）地域ごとの年齢別人口と高齢化率

町の人口を年齢別にみると、男女とも 70 歳前後が最も多く、次に多い

のが 40歳代となっております。また、20～24 歳の男性が多いのが特徴的

となっています。高齢化率は 33.2 パーセントとなっています。

また、地域別にみると、上本佐倉１丁目は高齢化率が 50 パーセントを

超えており、逆に新興住宅地のふじき野は高齢化率が 10 パーセント以下

で子育て世代が多く住んでいることがわかります。中川や上岩橋は 20 代

の人口が多く順天堂大学の学生が多く住んでいることがうかがえます。

東酒々井や中央台は 60 代後半から 70 代の団塊の世代が多く高齢化率も

35 パーセントを超えており、地域ごとに人口構成に特徴があることがわ

かります。各地域の年齢別人口と高齢化率は以下の表のとおりです。
（令和４年４月１日現在、住民基本台帳人口）

112266
111100

118822
115577
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110077
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115544
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（３）障がいのある人の状況

・・身体障害者手帳所持者の状況

令和 4年 3 月現在、553 人となっており、令和 2 年度からほぼ横ばい

になっています。

・・療育手帳所持者の状況

令和 4年 3 月現在、141 人であり、対人口比は 0.69％となっており、

平成 29年との比較では、16人の増加となっています。

・・精神障害者保健福祉手帳所持者

令和 4年 3 月現在、182 人であり、平成 29 年度より増加傾向を示し、

34 人増加しています。

町の障害者手帳所持者数の推移は、以下の表のとおりです。
（出典：第４次酒々井町障がい者計画）
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（４）介護保険制度

平成 12年から開始した介護保険制度は、65 歳以上の方で寝たきりや認

知症などで常に介護を必要とする方（要介護状態）、65歳以上で家事や身

支度等、日常生活に支援が必要な方（要支援状態）、40 歳以上 64 歳まで

の方で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気（特定

疾患）により要介護状態や要支援状態となった方を対象に、介護保険サー

ビスを提供しています。本人や家族からの申請に基づき訪問調査を行い、

審査を経て認定となります。

・介護保険で受けられるサービスの内容

①在宅でのサービスとして、訪問介護（ホームヘルプサービス）、訪問入

浴介護、訪問看護、訪問・通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、

通所介護（デイサービス）、短期入所生活・療養介護（ショートステイ）、

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、福祉用具の貸与・購入、

住宅改修費の支給などがあります。

②施設利用サービスとして、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの入所や機能訓練などを受

けることができます。町の介護保険認定者の推移は、以下の表のとおりで

す。

（５）ひとり親家庭

ひとり親家庭で育児に不安を抱えるなど、経済的支援を含めた総合的な

支援体制が必要です。町では母子寡婦福祉会（白ゆり会）と連携して相互

の交流や社会参加の促進、相談体制の充実に努めています。町の児童扶養

手当受給世帯数の推移は以下の表のとおりです。（町ひとり親家庭資料より）
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（７）ボランティア

ボランティアの登録人数は、令和元年度の新型コロナウイルス感染症

の拡大によりボランティア活動者が減少してから、団体数及び活動者数

はほぼ横ばいを示しています。しかし、地域の福祉課題は多様化し、こ

れらの課題を解決するためには、ボランティアの協力が必要不可欠で

す。今後は、さらなるボランティアの掘り起こしや育成への取り組みが

重要となってきます。（町社協資料より）

（８）町の交通事情

町には、JR線が 2 つ、京成線が 2つ、合計 4 つの駅が設置されており、

交通の便が良いように思われます。しかし、路線バスの運行路線が限られ

ており、駅や町中心部への交通手段が十分でないのが現状です。今後は、

運転免許返納者やさらなる高齢者の増加が見込まれ、自動車を運転しない

人たちの通院や買い物など、移動手段の確保が大きな課題となります。

町では、平成 16 年度から移動弱者支援として「しすいふれ愛タクシー」

を運行しています。また、平成 29 年度より福祉タクシーの助成を要介護

認定者まで拡大し、平成 31年 1 月から 75 歳以上の方を対象とした「高齢

者外出支援タクシー事業」、令和 2 年 2月から 70～74 歳の方で運転免許証

を自主返納された方に「高齢者運転免許証自主返納支援事業」を開始しま

した。
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2277 2277 2288
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団団体体会会員員数数 個個人人ボボラランンテティィアア数数 団団体体数数
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３３ 調調査査のの結結果果ななどど
本計画の策定にあたって、地域課題やニーズを把握するため、以下の計

画等の策定にあたり実施したアンケート調査結果を基に課題分析と問題

の解決策を部会で検討しました。

・第 6次酒々井町総合計画等策定に係る基礎調査報告書

・町民意識調査

・令和元年度酒々井町在宅介護実態調査

・令和元年度酒々井町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

・健康、食育、歯科に関するアンケート調査

・新型コロナウイルスの影響による健康や生活のアンケート結果

下記の表は、各取り組みの方向ごとにアンケートに寄せられたニーズや

地域課題を取りまとめたものです。
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1100

55

55
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55

88

66

在在宅宅支支援援
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支支援援

生生活活福福祉祉

防防災災対対策策

移移動動手手段段

見見守守りり・・支支ええ合合いい

連連携携

相相談談

ボボラランンテティィアア

交交流流のの場場

福福祉祉施施設設

生生ききががいいづづくくりり

広広報報・・情情報報

アアンンケケーートト回回答答数数
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４４ 各各種種統統計計やや調調査査結結果果かからら見見ええるる課課題題
当町の人口を年度ごとに見ると平成 19 年 7 月の 21,687 人をピークに

徐々に減少傾向にあります。

高齢化率は令和 4年 4 月 1 日現在で約 33.2 パーセントとなっており、

今後ますます高齢化が進むことが予想されます。

当町でも 70 歳前後の人口の割合が高く、アンケート結果では支援（高

齢者）、移動手段や地域の活動場所・交流の場に関心が高くなっていま

す。駅が 4つあり交通の便は良いように思われますが、駅までの交通手

段がなく車がないと非常に不便な地域もあります。また、医療機関や商

店が町の中心部に集まっており、通院や買い物をするのにとても不便な

地域もあるとともに、運転免許証を返納した後の交通手段の確保に不安

を感じている方が多くいます。

また、新型コロナウイルス感染症に起因した、相談が増加し就労が不

安定となった方や、生活に不安を抱えている方が多くなりました。

策定委員会では、健康づくりや、地域の担い手不足について多くの意

見がでました。さらには、地域での見守りや住民同士の連携など様々な

地域課題が浮かび上がってきました。

それらの課題を解決するためにはどうしたらよいかを話し合い、誰も

が安心して住み続けられるよう、本計画を策定しました。
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第第３３章章 計計画画のの基基本本理理念念とと体体系系図図
１１ 基基本本理理念念

「「みみんんななでで創創ろろうう～～助助けけ合合いい・・支支ええ合合うう 福福祉祉のの町町 酒酒々々井井～～」」

「「みみんんななでで創創ろろうう」」

地域福祉の推進は、地域住民を対象とするだけではなく、その担い手として

位置づけるとともに自主的な活動を促して必要な支援を行うことが重要となり

ます。

そして、地域のみなさんが生活課題の解決に向けて協働により地域福祉を

「「みみんんななでで創創ろろうう」」といった考えを持つことが大切です。

また、住民参画による施策や計画の策定と推進が必要となります。

「「助助けけ合合いい」」

地域の課題は、行政や社会福祉協議会の取り組みに加えて、みなさん自身の

手で解決できることが望ましいと考えられます。本人の力による「「自自助助」」や、

公的支援による「公助」を活かしながら、みんなで支えあい、助けあっていく

「「共共助助」」が必要になります。地域福祉を「「助助けけ合合いい」」によってみんなで築き上

げていくことが大切です。

「「支支ええ合合うう」」

地域には多様なニーズや生活課題を抱えた人が暮らしています。さまざまな

困りごとやハンディキャップを抱えた人など誰もが住み慣れた地域で、必要な

支援を受けながら「安心していきいきと暮らせる」ことが理想であると考えら

れます。「自助」や「公助」では解決が難しい課題についても、地域の力を活

かして「「地地域域互互助助」」により「「支支ええ合合うう」」ことで必要な人に必要な支援が行き届

くようにしていくことが大切です。

「「福福祉祉のの町町 酒酒々々井井」」

地域福祉の主役は、地域で暮らすみなさん自身です。酒々井町を地域力と連

携により「「みみんんななでで創創ろろうう～～助助けけ合合いい・・支支ええ合合うう 福福祉祉のの町町 酒酒々々井井～～」」に

していきましょう。

町町民民

地地域域　　　　
自自治治会会

専専門門機機関関

福福祉祉　　　　
事事業業所所

社社会会福福祉祉　　
協協議議会会

行行政政

各各種種団団体体

民民生生委委員員　　
児児童童委委員員

医医療療機機関関
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体体系系図図

第３期酒々井町地域福祉計画・地域福祉活動計画体系図

基基本本理理念念
みんなで創ろう

～助け合い・支え合う 福祉の町 酒々井～

基基本本目目標標 重重点点目目標標 取取りり組組みみのの方方向向

安安心心

・・

安安全全

健健康康でで快快適適なな

生生活活ががででききるる

心心とと体体をを作作ろろうう

１．在宅支援

《在宅で安心した生活を送れる体制づくり》

２．健康づくり

《日常生活に必要な体力づくりの充実》

安安心心・・安安全全にに暮暮

ららせせるる環環境境をを

作作ろろうう

３．支援

《支援を必要としている人への援助》

３－１ 高齢者支援の充実

３－２ 障がいのある人への支援体制の充実

３－３ 子育て世帯への支援の充実

４．生活福祉 《権利擁護の充実》

４－１ 成年後見制度と日常生活自立支援事業の充実

４－２ 人権意識の啓発

４－３ 虐待防止対策の推進

５．防災対策

《地域防災力の強化を図る》

６．移動手段

《移動手段の利便性向上を図る》

協協 働働

地地域域のの助助けけ合合

いいのの体体制制をを作作

ろろうう

７．見守り・支え合い

《地域力による見守り体制の構築を図る》

８．連携

《自治会、民生委員児童委員、関係機関との連携による

地域活動の充実》

９．相談

《包括的な相談支援体制の充実を図る》

地地域域福福祉祉のの

担担いい手手をを

育育成成ししよようう

１０．ボランティア

《ボランティア活動の充実と人材育成》

交交 流流

地地域域ででのの

助助けけ合合いいをを

進進めめるるたためめのの

基基盤盤をを作作ろろうう

１１．交流の場

《地域コミュニティによる支え合いの強化を図る》

１２．福祉施設

《地域活動・交流の場を整備する》

社社会会参参加加をを

促促進進ししよようう

１３．生きがいづくり

《生きがいづくりの促進を図る》

情情報報のの充充実実をを

図図ろろうう

１４．広報・情報

《適切な情報提供の充実を図る》



24

第第４４章章 計計画画のの本本論論（（施施策策のの展展開開））

基本目標 安心・安全

重点目標 健健康康でで快快適適なな生生活活ががででききるる心心とと体体をを作作ろろうう

重点目標 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１．在宅支援

《在宅で安心した生活を送れる体制づくり》

２５

２６

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－１ 健康づくり

１－２ 地域福祉

２．健康づくり

《日常生活に必要な体力づくりの充実》

２７

２８

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－１ 健康づくり

２章 ［教育・文化］

2-4 生涯体育・スポーツ

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

３．支援

《支援を必要としている人への援助》

３－１ 高齢者支援の充実

２９

３０

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－４ 高齢者福祉

３－２ 障がいのある人への支援体制の充実
３１

３２

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－５ 障がい者（児）福祉

３－３ 子育て世帯への支援の充実
３３

３４

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－３ 子育て支援

４．生活福祉 《権利擁護の充実》

４－１ 成年後見制度と日常生活自立支援

事業の充実

35
１章 ［健康・福祉・子育て］

１－４ 高齢者福祉

４－２ 人権意識の啓発 ３６

２章 ［教育・文化］

２－１ 学校教育

２－５ 国際交流・国際理解

７章 ［地域社会・行財政］

７－２ 人権・多様性社会

４－３ 虐待防止対策の推進 ３７
７章 ［地域社会・行財政］

７－２ 人権・多様性社会

５．防災対策

《地域防災力の強化を図る》
３８

３章 ［生活安全］

３－１ 防災

６．移動手段

《移動手段の利便性向上を図る》
３９

５章 ［都市基盤］

５－３ 公共交通
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第第４４章章 計計画画のの本本論論（（施施策策のの展展開開））

基本目標 安心・安全

重点目標 健健康康でで快快適適なな生生活活ががででききるる心心とと体体をを作作ろろうう

重点目標 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１．在宅支援

《在宅で安心した生活を送れる体制づくり》

２５

２６

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－１ 健康づくり

１－２ 地域福祉

２．健康づくり

《日常生活に必要な体力づくりの充実》

２７

２８

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－１ 健康づくり

２章 ［教育・文化］

2-4 生涯体育・スポーツ

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

３．支援

《支援を必要としている人への援助》

３－１ 高齢者支援の充実

２９

３０

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－４ 高齢者福祉

３－２ 障がいのある人への支援体制の充実
３１

３２

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－５ 障がい者（児）福祉

３－３ 子育て世帯への支援の充実
３３

３４

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－３ 子育て支援

４．生活福祉 《権利擁護の充実》

４－１ 成年後見制度と日常生活自立支援

事業の充実

35
１章 ［健康・福祉・子育て］

１－４ 高齢者福祉

４－２ 人権意識の啓発 ３６

２章 ［教育・文化］

２－１ 学校教育

２－５ 国際交流・国際理解

７章 ［地域社会・行財政］

７－２ 人権・多様性社会

４－３ 虐待防止対策の推進 ３７
７章 ［地域社会・行財政］

７－２ 人権・多様性社会

５．防災対策

《地域防災力の強化を図る》
３８

３章 ［生活安全］

３－１ 防災

６．移動手段

《移動手段の利便性向上を図る》
３９

５章 ［都市基盤］

５－３ 公共交通
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重重点点目目標標 ：： 健健康康でで快快適適なな生生活活ががででききるる心心とと体体をを作作ろろうう

１１．．在在宅宅支支援援 《《在在宅宅でで安安心心ししたた生生活活をを送送れれるる体体制制づづくくりり》》

地地域域課課題題とと現現状状
・医療施設が町の中心地に集中しており、郊外の住民は身近に医療を受けられる状況

になっていない。

・高齢者が増加しているため、医院の誘致が必要。

・地区の近くに家庭医となるような医療機関がない。

・病院施設などの医院数の増加とサービスの質の向上。

・周辺の病院数は増えているがサービスをさらに充実させてほしい。

・現在「千葉しすい病院」があるが、大学病院のような総合病院がもう一つあると良

い。

・内科や小児科（外科）などを増やしてほしい。

・介護保険外のサービスが不足している。

基基本本方方針針
誰でも、住み慣れた町でいつまでも住み続けることが願いです。そのため、在宅

で安心して暮らせるような福祉サービスの充実や地域の互助による支援体制の推進

に取り組みます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～在在宅宅でで安安心心ししたた生生活活をを送送れれるる体体制制づづくくりり～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

在宅医療の体制

づくり

認知症、訪問診療、在宅での看取りに

対するニーズがある中、医療機関と

連携して在宅医療の体制づくりを支

援します。

医療機関

保健センター

地域包括支援センター

在宅支援サービス

の充実

高齢者や障がいのある方等が、在宅

で安心して暮らせるよう、様々な福

祉サービスを提供します。

・福祉タクシー

・高齢者外出支援タクシー

・高齢者運転免許証自主返納支援タクシー

・妊婦･乳児支援タクシー

・はり、灸、マッサージ施術利用助成

・緊急通報装置の設置

・緊急医療情報キットの配布

・紙おむつの支給

健康福祉課

安心した生活が送れるよう、サービ

スを提供します。
シルバー人材センター

基本目標：安心・安全



26

分野別行政計画

在宅支援サービス

の充実

①ワンコインサービスによるゴミ出

しなど軽易な作業のお手伝いを実施

します。

②生活援助用具(ベッド・車椅子等)

の無償貸出や購入助成を行います。

③給食サービスによる食事の支度等

が困難な高齢者の安否確認を行いま

す。

社会福祉協議会

地域包括ケアシス

テムの構築

①地域ケア会議推進事業

対象者のケースを関係者と連携し、

多職種で意見を出し合い課題解決を

図ります

②多職種との連携

地域の医療・介護等関係者で情報共

有と連携連動した支援を図ります。

③生活支援体制整備事業

高齢者の在宅生活を支えるため、ボ

ランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会

福祉法人、協同組合等の多様な事業

主体による重層的な生活支援・介護

予防サービスの提供体制の構築を支

援します。

④認知症初期集中支援推進事業

認知症になっても本人の意思が尊重

され、出来る限り住み慣れた地域の

よい環境で暮らし続けられるため

に、認知症の人やその家族に早期に

関わる「認知症初期集中支援チーム」

を配置し、早期診断・早期対応に向け

た支援体制を構築します。

健康福祉課

保健センター

地域包括支援センター

社会福祉協議会

医療機関

介護事業所

避難行動要支援者

名簿登録制度の

充実

災害時に避難が困難な方の登録を周

知し、各関係機関と連携した安否確

認に努めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課
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分野別行政計画

在宅支援サービス

の充実

①ワンコインサービスによるゴミ出

しなど軽易な作業のお手伝いを実施

します。

②生活援助用具(ベッド・車椅子等)

の無償貸出や購入助成を行います。

③給食サービスによる食事の支度等

が困難な高齢者の安否確認を行いま

す。

社会福祉協議会

地域包括ケアシス

テムの構築

①地域ケア会議推進事業

対象者のケースを関係者と連携し、

多職種で意見を出し合い課題解決を

図ります

②多職種との連携

地域の医療・介護等関係者で情報共

有と連携連動した支援を図ります。

③生活支援体制整備事業

高齢者の在宅生活を支えるため、ボ

ランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会

福祉法人、協同組合等の多様な事業

主体による重層的な生活支援・介護

予防サービスの提供体制の構築を支

援します。

④認知症初期集中支援推進事業

認知症になっても本人の意思が尊重

され、出来る限り住み慣れた地域の

よい環境で暮らし続けられるため

に、認知症の人やその家族に早期に

関わる「認知症初期集中支援チーム」

を配置し、早期診断・早期対応に向け

た支援体制を構築します。

健康福祉課

保健センター

地域包括支援センター

社会福祉協議会

医療機関

介護事業所

避難行動要支援者

名簿登録制度の

充実

災害時に避難が困難な方の登録を周

知し、各関係機関と連携した安否確

認に努めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課
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重重点点目目標標 ：： 健健康康でで快快適適なな生生活活ががででききるる心心とと体体をを作作ろろうう

２２．．健健康康づづくくりり 《《日日常常生生活活にに必必要要なな体体力力づづくくりりのの充充実実》》

地地域域課課題題とと現現状状
・高齢者が運動する施設（スポーツジム等）が必要。

・気軽に立ち寄って運動できる場所。

・楽しい散歩は高齢者の健康維持・向上につながり、結果として医療費圧縮になると

思う。私の場合の楽しみは、四季折々の小さな草花を見ること・秋は虫の声を聞く

こと。残念ながら、現状は公園等の緑地の草は時季を問わず、土が露われるほどに

ショートカットされていて、楽しみはめっきり減ってしまった。

・町民がいつでも屋内スポーツを楽しむ環境づくりのためにも、国やその他の援助を

活用し、ぜひとも実現してほしい。

・介護予防の活動の場づくりを、町も協力して行ってほしい。

・健康体操（ハート体操）は難しく動きが複雑なので、もっと簡単な方がみんなが取

り組みやすい。

基基本本方方針針
いつまでも安心して暮らしていくために、健康づくりや介護予防に対する情報の

提供や「自分の健康は自分で守る」というセルフケア意識の啓発に取り組みます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～日日常常生生活活にに必必要要なな体体力力づづくくりりのの充充実実～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

自らが取り組む

健康づくりの推進

町民一人ひとりが自ら健康維持管
理・健康増進できる環境作りを推進
します。
・人間ドック費用の助成
・特定健康診査、保健指導の実施
・健幸ポイント事業の実施
・健康講座の開催

健康福祉課
保健センター

母子の健康づくり

の支援

母子健康手帳の交付から妊婦健診、
乳幼児健診、マタニティ・ママパパク
ラス、訪問指導などの母子保健事業
をとおして切れ目のない支援を行い
ます。心理発達相談員による親子相
談や言語聴覚士によることばの教室
を開催します。

保健センター

予防接種の実施
感染症の流行防止のため、年齢にあ

った予防接種を実施します。
保健センター

基本目標：安心・安全
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分野別行政計画

各種検診の実施

妊婦・乳児一般健康診査、１歳 6 か
月児・3歳児の健康診査、2歳児歯科
健康診査、ママパパ歯科検診、結核検
診、がん検診（乳・子宮頸・胃・肺・
大腸）、肝炎ウイルス検診、骨粗しょ
う症予防検診、成人歯科検診を実施
し、疾病の早期発見を図ります。

保健センター

医療体制の充実

安心して医療が受けられるよう町三
師会と連携し医療体制の充実に努め
ます。また、休日・夜間の医療体制を
整えるため、印旛郡市小児初期急病
診療所・成田市急病診療所および第
2 次救急医療機関運営（救急車によ
り搬送されてくる重症救急患者の対
応）の維持・運営に努めます。

保健センター

心の健康づくりの
推進

保健、医療、福祉、教育、労働等の関
係機関との連携を図りながら、心の
健康保持に関する取り組みを推進
し、自殺に追い込まれることのない
環境を整備します。
・ゲートキーパー人材の育成
・相談窓口の周知

保健センター

介護予防の推進

高齢者の要介護状態を防ぐため、自

主的に介護予防活動に取り組む人材

の育成と、介護予防に関する啓発を

推進します。

・介護予防教室の開催

・しすいハート体操の普及啓発

・地域介護予防活動支援事業の推進

健康福祉課
保健センター

地域包括支援センター

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町国民健康保険データヘルス計画 健康福祉課

酒々井健康プラン 保健センター

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課
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各種検診の実施

妊婦・乳児一般健康診査、１歳 6 か
月児・3歳児の健康診査、2歳児歯科
健康診査、ママパパ歯科検診、結核検
診、がん検診（乳・子宮頸・胃・肺・
大腸）、肝炎ウイルス検診、骨粗しょ
う症予防検診、成人歯科検診を実施
し、疾病の早期発見を図ります。

保健センター

医療体制の充実

安心して医療が受けられるよう町三
師会と連携し医療体制の充実に努め
ます。また、休日・夜間の医療体制を
整えるため、印旛郡市小児初期急病
診療所・成田市急病診療所および第
2 次救急医療機関運営（救急車によ
り搬送されてくる重症救急患者の対
応）の維持・運営に努めます。

保健センター

心の健康づくりの
推進

保健、医療、福祉、教育、労働等の関
係機関との連携を図りながら、心の
健康保持に関する取り組みを推進
し、自殺に追い込まれることのない
環境を整備します。
・ゲートキーパー人材の育成
・相談窓口の周知

保健センター

介護予防の推進

高齢者の要介護状態を防ぐため、自

主的に介護予防活動に取り組む人材

の育成と、介護予防に関する啓発を

推進します。

・介護予防教室の開催

・しすいハート体操の普及啓発

・地域介護予防活動支援事業の推進

健康福祉課
保健センター

地域包括支援センター

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町国民健康保険データヘルス計画 健康福祉課

酒々井健康プラン 保健センター

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

３３．．支支援援 《《支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの援援助助》》

３３－－１１ 高高齢齢者者支支援援のの充充実実

地地域域課課題題とと現現状状
・単身・高齢者の増加に対する対策。現在の町の施策とは別に高齢者の自助による連

帯が必要。

・地区でも高齢化率が高くなってきており、独居世帯も増えてきている。

・高齢者対策として、高齢者が自立して生活するために、一人ひとりに応じた医療や

住まい、生活支援サービスなどの切れ目のない支援を実施すべき。

・高齢化社会を意識して、酒々井町に暮らして良かったと思える施設やサービスを充

実させてほしい。

基基本本方方針針
高齢者がいつまでも健康で生きがいのある生活が送れるように、介護予防教室や

引きこもり対策などの支援事業を推進します。

また、自治会や民生委員児童委員との連携を深め、地域互助体制づくりを推進す

るとともに、支援を必要とする方の発見や福祉制度の周知に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの援援助助～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

高齢者サービスの

充実

緊急通報装置設置事業、はり・きゅ

う・マッサージ等施術助成事業・外出

支援事業などの各種生活支援サービ

スを実施します。

健康福祉課

認知症に対する

理解と周知

認知症サポーター養成講座の開設と

オレンジカフェの開設により認知症

の理解と交流を行います。

地域包括支援センター

認知症啓発（RUN 伴事業）を通じ、認
ランとも

知症の当事者や家族、支援者と地域

住民により「認知症にやさしいまち

づくり」を目指します。

地域包括支援センター

関係事業所

見守り活動の充実

高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、関係機関や事業所等

のネットワークによる見守りを行い

ます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

自治会・町会

事業所

緊急通報装置を活用した 24 時間体

制の見守りを実施します。
健康福祉課

基本目標：安心・安全
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分野別行政計画

避難行動要支援者

名簿登録制度の

充実

災害時に避難が困難な方の登録を周

知し、各関係機関と連携した安否確

認に努めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

在宅支援サービス

の充実

①ワンコインサービスによるゴミ出

しなど軽易な作業のお手伝いを実施

します。

②生活援助用具(ベッド・車椅子等)

の無償貸出や購入助成を行います。

③給食サービスによる食事の支度等

が困難な高齢者の安否確認を行いま

す。

社会福祉協議会

高齢者活動団体の

支援

①老人クラブの自主的な活動を支援

します。
社会福祉協議会

②生きがいデイサービス事業を週３

回実施し、利用者が主体となって

活動計画を立てて事業を実施しま

す。

健康福祉課

③シルバー人材センターの事業を支

援します。
住民協働課

介護施設の充実

高齢者が安心した介護施設サービス

を利用できるよう、施設の設置等の

支援を行います。

健康福祉課

情報提供の充実

必要な情報を入手できるよう、様々

な媒体を活用した情報提供に努めま

す。

関係課

社会福祉協議会

福祉人材の育成

福祉人材の育成・確保・定着を図るた

めの取り組みに対して、費用の一部

助成を行います。

健康福祉課

福祉マップの作成

町内の公共施設、駅、病院、店舗など

の設備やバリアフリーの状況を調査

した福祉マップを作成して、周知を

図ります。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保健事業計画 健康福祉課

酒々井健康プラン 保健センター
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分野別行政計画

避難行動要支援者

名簿登録制度の

充実

災害時に避難が困難な方の登録を周

知し、各関係機関と連携した安否確

認に努めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

在宅支援サービス

の充実

①ワンコインサービスによるゴミ出

しなど軽易な作業のお手伝いを実施

します。

②生活援助用具(ベッド・車椅子等)

の無償貸出や購入助成を行います。

③給食サービスによる食事の支度等

が困難な高齢者の安否確認を行いま

す。

社会福祉協議会

高齢者活動団体の

支援

①老人クラブの自主的な活動を支援

します。
社会福祉協議会

②生きがいデイサービス事業を週３

回実施し、利用者が主体となって

活動計画を立てて事業を実施しま

す。

健康福祉課

③シルバー人材センターの事業を支

援します。
住民協働課

介護施設の充実

高齢者が安心した介護施設サービス

を利用できるよう、施設の設置等の

支援を行います。

健康福祉課

情報提供の充実

必要な情報を入手できるよう、様々

な媒体を活用した情報提供に努めま

す。

関係課

社会福祉協議会

福祉人材の育成

福祉人材の育成・確保・定着を図るた

めの取り組みに対して、費用の一部

助成を行います。

健康福祉課

福祉マップの作成

町内の公共施設、駅、病院、店舗など

の設備やバリアフリーの状況を調査

した福祉マップを作成して、周知を

図ります。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保健事業計画 健康福祉課

酒々井健康プラン 保健センター
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

３３．．支支援援 《《支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの援援助助》》

３３－－２２ 障障ががいいののああるる人人へへのの支支援援体体制制のの充充実実

地地域域課課題題とと現現状状
・障がい者にとって、「相談支援センターかなえ」が担っている支援を町内で受けられ

るのはとてもありがたいが、相談員が少ない。

・グループホームに対する町の方針を示してもらい、その方針に対して、親の会が関

われることを模索していきたい。

・グループホームを作ってほしい。

・障がいがある方たちが交流できる場があると良い。

・町内に利用できる施設が少ない。また発達支援センター等、障がい児童を受け入れて

いる施設が不足している。

基基本本方方針針
障がいのある人が支援を受けられるように、福祉サービスの充実を図るとともに、

障がいに対する理解の推進に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの援援助助～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

在宅支援サービス

の充実

在宅の障がい者に対し、日常生活用

具などの給付、福祉タクシーの助成、

紙おむつ支給事業の充実に努め、生

活の安定及び自立を支援します。

健康福祉課

①ワンコインサービスによるゴミ出

しなど軽易な作業のお手伝いを実施

します。

②生活援助用具(ベッド・車椅子等)

の無償貸出や購入助成を行います。

社会福祉協議会

基幹相談支援セン

ターの設置

相談支援の中核的な役割を担う機関

として、障がい者相談支援、成年後

見制度利用支援相談などの相談支援

機関の設置を検討します。

健康福祉課

関係機関

避難行動要支援者

名簿登録制度の

充実

災害時に避難が困難な方の登録を周

知し、各関係機関と連携した安否確

認に努めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

発達障がいに対す

る支援

発達障がいの早期発見、早期対応に

取り組みます。
保健センター

基本目標：安心・安全
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福祉マップの作成

町内の公共施設、駅、病院、店舗など

の設備やバリアフリーの状況を調査

した福祉マップを作成して、周知を

図ります。

社会福祉協議会

障がい者施設への

支援

グループホームの運営を支援しま

す。
健康福祉課

情報提供の充実

必要な情報を入手できるよう、様々

な媒体を活用した情報提供に努めま

す。

関係課

社会福祉協議会

障がいに対する

理解の啓発

講演会や広報活動や交流事業を通じ

た啓発を行います。
健康福祉課

障がいの有無にかかわらず、同じ場

で行う教育活動を計画的に実施しま

す。

学校教育課

福祉人材の育成

福祉人材の育成・確保・定着を図る

ための取り組みに対して、助言や支

援等に努めます。

健康福祉課

就労の推進

①ニーズに応じた適切な職業相談が

出来るよう、関係機関と連携を図り

ます。

②障がい者施設から優先的に物品等

を調達することにより、障がいのあ

る人の安定的な雇用の推進を図りま

す。

健康福祉課

関係機関

交流事業の推進

障がいのある人への理解を深め、積

極的な社会参加を促進するため、多

様な交流機会の提供に努めます。

健康福祉課

生涯学習課

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町障害福祉・障害児計画 健康福祉課

酒々井健康プラン 保健センター

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課
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福祉マップの作成

町内の公共施設、駅、病院、店舗など

の設備やバリアフリーの状況を調査

した福祉マップを作成して、周知を

図ります。

社会福祉協議会

障がい者施設への

支援

グループホームの運営を支援しま

す。
健康福祉課

情報提供の充実

必要な情報を入手できるよう、様々

な媒体を活用した情報提供に努めま

す。

関係課

社会福祉協議会

障がいに対する

理解の啓発

講演会や広報活動や交流事業を通じ

た啓発を行います。
健康福祉課

障がいの有無にかかわらず、同じ場

で行う教育活動を計画的に実施しま

す。

学校教育課

福祉人材の育成

福祉人材の育成・確保・定着を図る

ための取り組みに対して、助言や支

援等に努めます。

健康福祉課

就労の推進

①ニーズに応じた適切な職業相談が

出来るよう、関係機関と連携を図り

ます。

②障がい者施設から優先的に物品等

を調達することにより、障がいのあ

る人の安定的な雇用の推進を図りま

す。

健康福祉課

関係機関

交流事業の推進

障がいのある人への理解を深め、積

極的な社会参加を促進するため、多

様な交流機会の提供に努めます。

健康福祉課

生涯学習課

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町障害福祉・障害児計画 健康福祉課

酒々井健康プラン 保健センター

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

３３．．支支援援 《《支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの援援助助》》

３３－－３３ 子子育育てて世世帯帯へへのの支支援援のの充充実実

地地域域課課題題とと現現状状
・若い世帯や子どもたちが住みたくなるようなまちづくりや地域づくりが必要

・酒々井町では、妊娠後から子どもが義務教育を終了するまで、切れ目のない補助を

していくべき。

・子育て世代が、天気に関係なく休日も酒々井町内で過ごせるような施設があれば

いい。

・町内に子どもの遊び場が少ない。公園の遊具設置基準が厳しくなり、今まであった

遊具が撤去されている。

基基本本方方針針
子育て世帯のニーズに応じたサービスの提供を図り、安心して子育てができる環

境整備に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの援援助助～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

教育・保育の充実

①町内の幼稚園又は保育園等を通

じ、発達段階に応じて、より良い教

育、保育の提供に努めます。

②ひとり親家庭への経済的な負担の

軽減や必要な情報提供を行います。

こども課

健康福祉課

保健センター

学校教育課

子育て支援の充実

①延長保育、一時預かり保育、乳児家

庭全戸訪問を実施して乳幼児支援を

充実させます。

②働き世代家庭への支援を行いま

す。

こども課

保健センター

安心な妊娠、出産、

子育て環境の整備

乳幼児の健診や妊娠期からの保護者

に対する相談体制を充実します。
保健センター

放課後児童クラブ

の運営

放課後の安全な居場所の提供と、遊

びや学習等の支援を行います。

こども課

昭苑学童クラブ

酒々井小児童クラブ

大室台小児童クラブ

情報提供の充実

必要な情報を入手できるよう、様々

な媒体を活用した情報提供に努めま

す。

関係課

社会福祉協議会

基本目標：安心・安全



34

③分野別行政計画

地域子ども・子育

て支援事業

①地域子育て支援拠点事業

子育て中の保護者とその子どもが気

軽につどい、相互に交流する場を提

供することにより、子育てに係る不

安感等の軽減を図るとともに、子育

てに関する相談や情報提供を行いま

す。

②利用者支援事業

子育てコンシェルジュが、子育て中

の保護者の目線で育児不安に対し相

談に応じます。

③ファミリー・サポート・センター事業

子育てに協力したい会員と子育てを

サポートしてほしい保護者を結びつ

け、地域社会で子育てを支援を図り

ます。

こども課

子育て支援センター

「あいあい」

子ども家庭総合

支援拠点の強化

①すべての子どもとその家庭等の福

祉に関する相談に応じ、関係機関と

連携し、支援します。

また、「子ども家庭支援員」の育成を

図ります。

②要保護児童への支援として、児童

虐待の発生予防、早期発見、早期対応

を行います。

健康福祉課

関係各課

関係機関

妊産婦への支援

【新規】

①安心して出産育児に臨めるよう、

妊娠期から子育て期まで保健師等に

よる寄り添った支援と経済的支援を

一体的に行います。

②支援が必要になる妊婦の出産後の

負担軽減を図るため、産後ケア事業

の推進を図ります。

保健センター

計画名称 担当課

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

酒々井健康プラン 保健センター

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課
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③分野別行政計画

地域子ども・子育

て支援事業

①地域子育て支援拠点事業

子育て中の保護者とその子どもが気

軽につどい、相互に交流する場を提

供することにより、子育てに係る不

安感等の軽減を図るとともに、子育

てに関する相談や情報提供を行いま

す。

②利用者支援事業

子育てコンシェルジュが、子育て中

の保護者の目線で育児不安に対し相

談に応じます。

③ファミリー・サポート・センター事業

子育てに協力したい会員と子育てを

サポートしてほしい保護者を結びつ

け、地域社会で子育てを支援を図り

ます。

こども課

子育て支援センター

「あいあい」

子ども家庭総合

支援拠点の強化

①すべての子どもとその家庭等の福

祉に関する相談に応じ、関係機関と

連携し、支援します。

また、「子ども家庭支援員」の育成を

図ります。

②要保護児童への支援として、児童

虐待の発生予防、早期発見、早期対応

を行います。

健康福祉課

関係各課

関係機関

妊産婦への支援

【新規】

①安心して出産育児に臨めるよう、

妊娠期から子育て期まで保健師等に

よる寄り添った支援と経済的支援を

一体的に行います。

②支援が必要になる妊婦の出産後の

負担軽減を図るため、産後ケア事業

の推進を図ります。

保健センター

計画名称 担当課

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

酒々井健康プラン 保健センター

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

４４．．生生活活福福祉祉《《権権利利擁擁護護のの充充実実》》

４４－－１１ 成成年年後後見見制制度度とと日日常常生生活活自自立立支支援援事事業業のの充充実実

地地域域課課題題とと現現状状
・高齢化が進むにつれ、振込詐欺に対しての対応が必要となってくる。防ぐためには、

時間や労力を必要とし、今後更なる増加が見込まれる。

・高齢者や障がいを持つ方の金銭管理が今後問題。

・市民後見人の育成が出来ていない。今後育成していく必要がある。

・成年後見制度の内容を知らない方が多い。

基基本本方方針針
高齢者や障がいのある方の権利や財産を守るため、制度の周知や体制づくりに努

めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～成成年年後後見見制制度度とと日日常常生生活活自自立立支支援援事事業業のの充充実実～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

成年後見事業

中核機関の設置をはじめとした権利

擁護支援の体制づくりを検討しま

す。【新規】

健康福祉課

社会福祉協議会

成年後見制度の周知や相談支援体制

の強化に努めます。

健康福祉課
地域包括支援センター

社会福祉協議会

制度の利用が困難な方に対し、町長

申立制度の活用や後見人等の報酬を

助成することで制度の利用につなげ

ます。

健康福祉課

地域包括支援センター

社会福祉協議会

日常生活自立支援

事業

高齢者や障がいのある方が地域で安

心して生活するために、日常生活自

立支援事業による支援を行います。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保健事業計画 健康福祉課

基本目標：安心・安全
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

４４．．生生活活福福祉祉《《権権利利擁擁護護のの充充実実》》

４４－－２２ 人人権権意意識識のの啓啓発発

地地域域課課題題とと現現状状
・町内に外国の方が多く居住するようになった。

・みんなが幸せに過ごせる仕組みが必要。

基基本本方方針針
すべての人がお互いを尊重し、多様性について理解を深める地域社会づくりに

努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～人人権権意意識識のの啓啓発発～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

人権意識の啓発

あらゆる差別の撤廃と人権意識を高

めるため、人権教育セミナーや人権

ポスター展等を通じた人権意識の高

揚を図ります。

健康福祉課

生涯学習課

隣保館を活用した人権啓発活動や地

域交流事業、相談事業を実施します。
隣保館

小学校や中学校において、人権擁護

委員と協力し、いじめをテーマとし

た人権教育を推進します。

健康福祉課

学校教育課

人権に関する町民

意識調査の実施

人権に関する現状や意識を把握する

ため、意識調査を実施します。
健康福祉課

男女共同参画の

推進

男女共同参画に関する意識を高める

ため、講演会等の情報の発信に努め

ます。

住民協働課

計画名称 担当課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

基本目標：安心・安全
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

４４．．生生活活福福祉祉《《権権利利擁擁護護のの充充実実》》

４４－－２２ 人人権権意意識識のの啓啓発発

地地域域課課題題とと現現状状
・町内に外国の方が多く居住するようになった。

・みんなが幸せに過ごせる仕組みが必要。

基基本本方方針針
すべての人がお互いを尊重し、多様性について理解を深める地域社会づくりに

努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～人人権権意意識識のの啓啓発発～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

人権意識の啓発

あらゆる差別の撤廃と人権意識を高

めるため、人権教育セミナーや人権

ポスター展等を通じた人権意識の高

揚を図ります。

健康福祉課

生涯学習課

隣保館を活用した人権啓発活動や地

域交流事業、相談事業を実施します。
隣保館

小学校や中学校において、人権擁護

委員と協力し、いじめをテーマとし

た人権教育を推進します。

健康福祉課

学校教育課

人権に関する町民

意識調査の実施

人権に関する現状や意識を把握する

ため、意識調査を実施します。
健康福祉課

男女共同参画の

推進

男女共同参画に関する意識を高める

ため、講演会等の情報の発信に努め

ます。

住民協働課

計画名称 担当課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

基本目標：安心・安全
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

４４．．生生活活福福祉祉《《権権利利擁擁護護のの充充実実》》

４４－－３３ 虐虐待待防防止止対対策策のの推推進進

地地域域課課題題とと現現状状
・虐待が疑われたときに、どう対応して良いかわからない。

・相談窓口の周知が必要。

基基本本方方針針
虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応を図るため、関係機関等と連携し適切な

対応に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～虐虐待待防防止止対対策策のの推推進進～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

子どもに対する

虐待防止

児童虐待の発生予防、早期発見、早期

対応を行うため、子ども家庭総合支

援拠点の強化を図ります。

健康福祉課

関係各課

関係機関

障がい者に対する

虐待防止

障がい者虐待の未然防止や早期発見

を図るため、地域における関係機関、

事業所、住民等との連携体制の整備

を図ります。

高齢者に対する

虐待防止

高齢者虐待の未然防止や早期発見を

図るため、地域における関係機関、事

業所、住民等との連携体制の整備を

図ります。

ＤＶ被害者の支援

被害を受けられた方が安心した生活

を送れるよう、関係機関等と連携し

た支援をします。

健康福祉課

虐待・ＤＶ防止の

周知

学校や回覧等を通じた周知活動を行

い、早期発見出来るような体制を整

備します。

健康福祉課

虐待・ＤＶ対応の

迅速化

虐待・ＤＶが発生した場合、関係機関

と連携し、迅速な対応に努めます。

健康福祉課

関係各課

関係機関

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

基本目標：安心・安全
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

５５．．防防災災対対策策 《《地地域域防防災災力力のの強強化化をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・避難した際の避難所での過ごし方に不安がある。

・避難が必要な方の情報共有をどうしたらよいか。

・規模が大きい台風が発生した際、地区内の高齢者を助けられるか不安である。

・住民の高齢化が進んだことで、現在の避難所は遠い。

基基本本方方針針
避難行動要支援者支援計画に基づいた体制整備などの共助による体制づくりに取

り組みます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～地地域域防防災災力力のの強強化化をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

避難行動要支援者

への支援

避難行動要支援者名簿の未登録者に

対して、名簿への登録を呼びかけま

す。

健康福祉課

社会福祉協議会

民生委員児童委員

自治会・町会

福祉避難所の確保

災害時に要支援者が安心して避難生

活が送れるよう福祉避難所の整備に

努めます。

健康福祉課

関係機関との連携

強化

平時から関係機関同士が情報を共有

し、災害時に連携した支援体制を充

実させるための体制づくりに努めま

す。

健康福祉課

社会福祉協議会
地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

防災訓練の実施

大規模災害に備え、避難行動要支援

者を含めた避難訓練を実施するとと

もに、防災意識の高揚に努めます。

総務課

健康福祉課

災害ボランティア

センターの設置

運営

災害時に備え、災害ボランティアセ

ンター設置訓練や運営について検討

します。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町地域防災計画 総務課

基本目標：安心・安全
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

５５．．防防災災対対策策 《《地地域域防防災災力力のの強強化化をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・避難した際の避難所での過ごし方に不安がある。

・避難が必要な方の情報共有をどうしたらよいか。

・規模が大きい台風が発生した際、地区内の高齢者を助けられるか不安である。

・住民の高齢化が進んだことで、現在の避難所は遠い。

基基本本方方針針
避難行動要支援者支援計画に基づいた体制整備などの共助による体制づくりに取

り組みます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～地地域域防防災災力力のの強強化化をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

避難行動要支援者

への支援

避難行動要支援者名簿の未登録者に

対して、名簿への登録を呼びかけま

す。

健康福祉課

社会福祉協議会

民生委員児童委員

自治会・町会

福祉避難所の確保

災害時に要支援者が安心して避難生

活が送れるよう福祉避難所の整備に

努めます。

健康福祉課

関係機関との連携

強化

平時から関係機関同士が情報を共有

し、災害時に連携した支援体制を充

実させるための体制づくりに努めま

す。

健康福祉課

社会福祉協議会
地域包括支援センター

民生委員児童委員

関係機関

防災訓練の実施

大規模災害に備え、避難行動要支援

者を含めた避難訓練を実施するとと

もに、防災意識の高揚に努めます。

総務課

健康福祉課

災害ボランティア

センターの設置

運営

災害時に備え、災害ボランティアセ

ンター設置訓練や運営について検討

します。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町地域防災計画 総務課

基本目標：安心・安全
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重重点点目目標標 ：： 安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる環環境境をを作作ろろうう

６６．．移移動動手手段段 《《移移動動手手段段のの利利便便性性向向上上をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・・一人暮らしの高齢者が車もないため、自由に買い物ができない。

・ふれ愛タクシーを増やしてほしい。

・住民が免許返納した後の交通手段。

・自動車免許の返納後、日常の買い物や通院等が難しくなる。

・高齢となっても家に閉じ籠りたくない。

・近くにスーパー等がなく、車で行くしかない。

・徒歩圏内に購買施設、医療施設及び公益施設等がなく、自家用車等が使用出来なけ

れば利用が困難。

・ふれ愛タクシーの送迎範囲の拡大。

・高齢者でも参加しやすい生涯学習の講座や環境を整えて欲しい。

・ふれ愛タクシーをより利用しやすくするとともに、タクシー券の配布等、交通弱者

対策を充実してほしい。

・移動スーパーもあるが、買い物へ行くには車を利用しないと難しい。

基基本本方方針針
交通弱者の移動手段として、しすいふれ愛タクシーなどのＰＲや助成制度の充実

に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～移移動動手手段段のの利利便便性性向向上上をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

外出支援事業の

充実

交通弱者に対してタクシー利用助成

券を発行し、交通の利便性の確保に

努めます。

・高齢者外出支援タクシー事業

・福祉タクシー事業

・高齢者免許証自主返納支援事業

・妊婦・乳児支援タクシー

健康福祉課

保健センター

しすいふれ愛タク

シーの運行

交通弱者に対して日常生活の利便性

向上のため、円滑な運営を図ります。

健康福祉課

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

基本目標：安心・安全
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）

基本目標 協働

重点目標 地地域域のの助助けけ合合いいのの体体制制をを作作ろろうう

重点目標 地地域域福福祉祉のの担担いい手手をを育育成成ししよようう

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

７．見守り・支え合い

《地域力による見守り体制の構築を図る》
４１

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－２ 地域福祉

３章 ［生活安全］

３－１ 防災

８．連携

《自治会、民生委員児童委員、関係機関との

連携による地域活動の充実》

４２
７章 ［地域社会・行財政］

７－１ 協働・コミュニティ

９．相談

《包括的な相談支援体制の充実を図る》
４３

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－６ 生活福祉

７章 ［地域社会・行財政］

７－１ 協働・コミュニティ

７－４ 行政運営

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１０．ボランティア

《ボランティア活動の充実と人材育成》
４４

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－１ 地域福祉
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）

基本目標 協働

重点目標 地地域域のの助助けけ合合いいのの体体制制をを作作ろろうう

重点目標 地地域域福福祉祉のの担担いい手手をを育育成成ししよようう

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

７．見守り・支え合い

《地域力による見守り体制の構築を図る》
４１

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－２ 地域福祉

３章 ［生活安全］

３－１ 防災

８．連携

《自治会、民生委員児童委員、関係機関との

連携による地域活動の充実》

４２
７章 ［地域社会・行財政］

７－１ 協働・コミュニティ

９．相談

《包括的な相談支援体制の充実を図る》
４３

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－６ 生活福祉

７章 ［地域社会・行財政］

７－１ 協働・コミュニティ

７－４ 行政運営

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１０．ボランティア

《ボランティア活動の充実と人材育成》
４４

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－１ 地域福祉
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重重点点目目標標 ：：地地域域のの助助けけ合合いいのの体体制制をを作作ろろうう

７７．．見見守守りり・・支支ええ合合いい 《《地地域域力力にによよるる見見守守りり体体制制のの構構築築をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・防犯パトロール中のほか、それ以外の日常生活の中でもひとり暮らし高齢者の見守

りに重点を置き、孤独死等の発生を食い止めることを会員に啓蒙している。

・高齢者の増加に伴い、福祉サービスの需要が高まる一方で、各種ボランティアも高

齢化しており、見守りなどの制度的な見直しや人的な確保が困難となっている。

基基本本方方針針
住民同士による見守り、支え合いができる体制づくりに努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～地地域域力力にによよるる見見守守りり体体制制のの構構築築をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

避難行動要支援者

名簿登録制度の

充実

災害時に避難が困難な方の登録を周

知し、各関係機関と連携した安否確

認に努めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

民生委員児童委員

自治会

関係機関

関係機関との連携
関係機関との連携を図り、見守りの

充実を図ります。

健康福祉課

社会福祉協議会

民生委員児童委員

地域包括支援センター

見守りサービスの

充実

安否確認事業やボランティアサービ

ス等を活用した見守り体制の充実を

図ります。

社会福祉協議会

見守り協定

見守り協定を締結している企業や事

業所等と連携した見守りを継続しま

す。

健康福祉課

事業所

見守り協力者の

拡充

①見守り協定を既に締結している事

業所だけでなく、配達業者・検針員・

不動産業者等と連携した見守り体制

の構築に努めます。

②平時から地域全体で見守りを行う

ような、住民意識の高揚に努めると

ともに、地域住民活動団体に協力を

求めます。

健康福祉課

社会福祉協議会

事業所

関係機関

計画名称 担当課
酒々井町障がい者計画 健康福祉課
酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課
酒々井町地域防災計画 総務課

基本目標：協 働
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重重点点目目標標 ：：地地域域のの助助けけ合合いいのの体体制制をを作作ろろうう

８８．．連連携携 《《自自治治会会、、民民生生委委員員児児童童委委員員、、関関係係機機関関ととのの連連携携にによよるる地地域域活活動動のの充充実実》》

地地域域課課題題とと現現状状
・自治会と民生委員児童委員との関わりが少ない。

・支援を行うには情報の共有が大事だが、個人情報保護の関係で難しい場合がある。

・個々に様々な活動を行っているが、さらに活動の範囲を広めるためには他の団体と

の連携ができるようにすることが必要。

基基本本方方針針
自治会と民生委員児童委員、関係機関や行政との連携による地域活動の充実を図

ります。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～自自治治会会、、民民生生委委員員児児童童委委員員、、関関係係機機関関ととのの連連携携にによよるる地地域域活活動動のの充充実実～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

自治会と民生委員

児童委員との連携

自治会に民生委員児童委員の活動を

周知し、日頃から連携が図れる体制

づくりを推進します。

健康福祉課

住民協働課

民生委員児童委員

自治会・町会

自治会と関係機関

との連携

自治会が様々な関係機関や団体と連

携できるように取り組みます。

健康福祉課

住民協働課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

自治会・町会

関係機関

福祉関係者との

連携

福祉に関わる関係者同士の連携を図

るため、交流会等を開催します。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

関係機関

事業所

基本目標：協 働
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重重点点目目標標 ：：地地域域のの助助けけ合合いいのの体体制制をを作作ろろうう

８８．．連連携携 《《自自治治会会、、民民生生委委員員児児童童委委員員、、関関係係機機関関ととのの連連携携にによよるる地地域域活活動動のの充充実実》》

地地域域課課題題とと現現状状
・自治会と民生委員児童委員との関わりが少ない。

・支援を行うには情報の共有が大事だが、個人情報保護の関係で難しい場合がある。

・個々に様々な活動を行っているが、さらに活動の範囲を広めるためには他の団体と

の連携ができるようにすることが必要。

基基本本方方針針
自治会と民生委員児童委員、関係機関や行政との連携による地域活動の充実を図

ります。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～自自治治会会、、民民生生委委員員児児童童委委員員、、関関係係機機関関ととのの連連携携にによよるる地地域域活活動動のの充充実実～～

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

自治会と民生委員

児童委員との連携

自治会に民生委員児童委員の活動を

周知し、日頃から連携が図れる体制

づくりを推進します。

健康福祉課

住民協働課

民生委員児童委員

自治会・町会

自治会と関係機関

との連携

自治会が様々な関係機関や団体と連

携できるように取り組みます。

健康福祉課

住民協働課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

自治会・町会

関係機関

福祉関係者との

連携

福祉に関わる関係者同士の連携を図

るため、交流会等を開催します。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

関係機関

事業所

基本目標：協 働
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重重点点目目標標 ：：地地域域のの助助けけ合合いいのの体体制制をを作作ろろうう

９９．．相相談談 《《包包括括的的なな相相談談支支援援体体制制のの充充実実をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・困りごと相談をしたいとき、窓口が複雑でわかりづらい。

・相談に行けない方の対応が必要。

・様々な相談窓口があるが、広報や回覧で知らせてほしい。

・気軽に相談に乗ってもらえる場所が必要。

・生活に困っている人たちへの救いの手が必要。

・町には様々なサービスや制度があるが、どの制度が使えるのか分かりづらい。

基基本本方方針針
相談窓口の充実を図るとともに、相談支援体制づくりに努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～包包括括的的なな相相談談支支援援体体制制のの充充実実をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

包括的な相談支援

体制の構築

複合的な生活課題を抱えた方を、横

断的に受け止める総合的な相談窓口

を検討します。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

関係機関

各種相談事業の

周知

障がい者相談、人権相談、心配ごと相

談、法律相談などの相談事業につい

て周知します。

健康福祉課

企画財政課

関係各課

社会福祉協議会

専門機関との連携

様々な問題（8050 問題、ひきこもり、

ヤングケアラー等）を抱えた方に対

して、専門機関との連携を図り、問題

解決に取り組みます。

健康福祉課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

関係機関

すけっと

生活困窮者への

支援

①生活困窮者の自立支援に向け、

様々な相談支援を関係機関と連携

し、必要な支援を行います。

②生活保護制度の適切な支援によ

り、安心して生活できるよう支援し

ます。

健康福祉課

社会福祉協議会

関係機関
ワークライフサポート

センター

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

基本目標：協 働
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重重点点目目標標 ：：地地域域福福祉祉のの担担いい手手をを育育成成ししよようう

１１００．．ボボラランンテティィアア 《《ボボラランンテティィアア活活動動のの充充実実とと人人材材育育成成》》

地地域域課課題題とと現現状状
・ボランティア活動者の減少、高齢化が著しい。

・講座の受講からボランティアへ繋げていくステップを充実する事が課題である。

・地域を担うボランティアのリーダーを育成する必要がある。

基基本本方方針針
ボランティアの育成とコーディネート機能の強化に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～ボボラランンテティィアア活活動動のの充充実実とと人人材材育育成成～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

ボランティアの

募集とＰＲの強化

ボランティア募集のポスターやパン

フレットを公共施設等へ掲示した

り、インターネット等を活用した情

報提供を行います。

社会福祉協議会

ボランティアの

人材育成

①ボランティア講座を開催し、ボラ

ンティア活動に繋がるように取り組

みます。

②小学校で行っている福祉教育を支

援し、未来のボランティアとして人

材育成に取り組みます。

社会福祉協議会

学校教育課

ボランティアコー

ディネート機能の

強化

①要望に対してボランティアを派遣

したり、ボランティア希望者への情

報提供や活動に対する支援を行いま

す。

②ニーズに対応できるような人材把

握に努めます。

社会福祉協議会

若い世代のボラン

ティア活動への

参加促進

①学生が参加できるようなボランテ

ィア活動を支援します。

②新たなボランティア活動に協力し

ます。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

基本目標：協 働
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重重点点目目標標 ：：地地域域福福祉祉のの担担いい手手をを育育成成ししよようう

１１００．．ボボラランンテティィアア 《《ボボラランンテティィアア活活動動のの充充実実とと人人材材育育成成》》

地地域域課課題題とと現現状状
・ボランティア活動者の減少、高齢化が著しい。

・講座の受講からボランティアへ繋げていくステップを充実する事が課題である。

・地域を担うボランティアのリーダーを育成する必要がある。

基基本本方方針針
ボランティアの育成とコーディネート機能の強化に努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～ボボラランンテティィアア活活動動のの充充実実とと人人材材育育成成～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

ボランティアの

募集とＰＲの強化

ボランティア募集のポスターやパン

フレットを公共施設等へ掲示した

り、インターネット等を活用した情

報提供を行います。

社会福祉協議会

ボランティアの

人材育成

①ボランティア講座を開催し、ボラ

ンティア活動に繋がるように取り組

みます。

②小学校で行っている福祉教育を支

援し、未来のボランティアとして人

材育成に取り組みます。

社会福祉協議会

学校教育課

ボランティアコー

ディネート機能の

強化

①要望に対してボランティアを派遣

したり、ボランティア希望者への情

報提供や活動に対する支援を行いま

す。

②ニーズに対応できるような人材把

握に努めます。

社会福祉協議会

若い世代のボラン

ティア活動への

参加促進

①学生が参加できるようなボランテ

ィア活動を支援します。

②新たなボランティア活動に協力し

ます。

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

基本目標：協 働
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）

基本目標 交流

重点目標 地地域域ででのの助助けけ合合いいをを進進めめるるたためめのの基基盤盤をを作作ろろうう

重点目標 社社会会参参加加をを促促進進ししよようう

重点目標 情報の充実を図ろう

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１１．交流の場

《地域コミュニティによる支え合いの強化を

図る》

４６

１章 ［健康・福祉・子育て］

１－２ 地域福祉

３章 ［生活安全］

３－１ 防災

１２．福祉施設

《地域活動・交流の場を整備する》
４７

５章 ［都市基盤］

５－１ 都市計画・市街地整備

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１３．生きがいづくり

《生きがいづくりの促進を図る》
４８

２章 ［教育・文化］

２－２ 生涯学習

取り組みの方向 ページ 総合計画との関連

１４．広報・情報

《適切な情報提供の充実を図る》
４９

７章 ［地域社会・行財政］

７－４ 行政運営
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重重点点目目標標：：地地域域ででのの助助けけ合合いいをを進進めめるるたためめのの基基盤盤をを作作ろろうう

１１１１．．交交流流のの場場 《《地地域域ココミミュュニニテティィにによよるる支支ええ合合いいのの強強化化をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・子どもから高齢者まで交流できる場として、B-Net 子どもセンターで行っている「子

ども食堂」のような場所が増えると良い。

・サロンの運営はターゲットを絞った運営でも良い。

・地域での住民同士の交流の機会が少ない。

・学生と地域住民との交流が少ない。外国人との交流の機会も少ない。

・高齢者と子どもが生きがいを持って活動することで、酒々井町は発展する。

基基本本方方針針
地域住民がお互いに支えあって、地域間、世代間、異文化との交流ができるよう

努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～地地域域ココミミュュニニテティィにによよるる支支ええ合合いいのの強強化化をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

サロン事業の推進

①現在行われているサロンの運営を

支援し、世代間交流や異文化との交

流など住民同士の交流を推進しま

す。

②地域の集会所等を活用し、出張サ

ロンを行います。

社会福祉協議会

地域行事の活性化
地域で行われる行事を支援し、地域

住民同士の交流を推進します。

住民協働課

自治会・町会

交流の場づくりを

支援

高齢者、障がい者、ひとり親家庭、外

国人などがお互いに情報交換でき、

地域の人たちとも交流できるような

場を支援します。

住民協働課

生涯学習課

地域住民

子育て支援センタ

ー「あいあい」の

活用

子育て中の保護者と子どもが気軽に

つどい、相互に交流する場を提供す

ることにより、子育てに係る不安感

等の軽減を図るとともに、子育てに

関する相談や情報提供を行います。

こども課

子育て支援センター

「あいあい」

げんき館の活用

【新規】

気軽に立ち寄れ、住民同士が交流で

きる場を提供します。
健康福祉課

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

基本目標：交 流
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重重点点目目標標：：地地域域ででのの助助けけ合合いいをを進進めめるるたためめのの基基盤盤をを作作ろろうう

１１１１．．交交流流のの場場 《《地地域域ココミミュュニニテティィにによよるる支支ええ合合いいのの強強化化をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・子どもから高齢者まで交流できる場として、B-Net 子どもセンターで行っている「子

ども食堂」のような場所が増えると良い。

・サロンの運営はターゲットを絞った運営でも良い。

・地域での住民同士の交流の機会が少ない。

・学生と地域住民との交流が少ない。外国人との交流の機会も少ない。

・高齢者と子どもが生きがいを持って活動することで、酒々井町は発展する。

基基本本方方針針
地域住民がお互いに支えあって、地域間、世代間、異文化との交流ができるよう

努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～地地域域ココミミュュニニテティィにによよるる支支ええ合合いいのの強強化化をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

サロン事業の推進

①現在行われているサロンの運営を

支援し、世代間交流や異文化との交

流など住民同士の交流を推進しま

す。

②地域の集会所等を活用し、出張サ

ロンを行います。

社会福祉協議会

地域行事の活性化
地域で行われる行事を支援し、地域

住民同士の交流を推進します。

住民協働課

自治会・町会

交流の場づくりを

支援

高齢者、障がい者、ひとり親家庭、外

国人などがお互いに情報交換でき、

地域の人たちとも交流できるような

場を支援します。

住民協働課

生涯学習課

地域住民

子育て支援センタ

ー「あいあい」の

活用

子育て中の保護者と子どもが気軽に

つどい、相互に交流する場を提供す

ることにより、子育てに係る不安感

等の軽減を図るとともに、子育てに

関する相談や情報提供を行います。

こども課

子育て支援センター

「あいあい」

げんき館の活用

【新規】

気軽に立ち寄れ、住民同士が交流で

きる場を提供します。
健康福祉課

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

基本目標：交 流
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重重点点目目標標：：地地域域ででのの助助けけ合合いいをを進進めめるるたためめのの基基盤盤をを作作ろろうう

１１２２．．福福祉祉施施設設 《《地地域域活活動動・・交交流流のの場場をを整整備備すするる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・地域福祉の活動拠点となるような総合的な福祉施設が必要。

・子どもが安心して集まれるような場所が必要。

・子どもから高齢者までが使用できるような施設の建設。

・公園はあるが人が集まりやすいような整備が必要。

基基本本方方針針
地域福祉の活動拠点となるような総合的な福祉施設の整備について検討するとと

もに、地域コミュニティの活性化のため、集会所や交流の場の設置を推進します。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～地地域域活活動動・・交交流流のの場場をを整整備備すするる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

既存施設の活用

げんき館や下宿ベース等の施設を地

域住民の交流の場として提供しま

す。

健康福祉課

住民協働課

集会所の活用
既存の集会所を交流の場として活用

できるよう働きかけます。

住民協働課

自治会・町会

隣保館の活用

【新規】

人権啓発と地域コミュニティ拠点と

して、相談や各種事業を行うととも

に、誰でも安心して使用できるよう

施設整備を図ります。

健康福祉課

隣保館

公園の整備

公園を適切に管理し、子どもと高齢

者が交流できるような場を提供しま

す。

まちづくり課

バリアフリーの

推進

①高齢者や障がいのある方の公共施

設利用を高め、社会参加を促進する

ため、公共施設の改善に努めます。

関係各課

②障がい等で配慮が必要な方に対す

る理解を図るため、広報活動や講演

会等を通じた情報発信に努めます。

健康福祉課

生涯学習課

社会福祉協議会

計画名称 担当課

酒々井町障がい者計画 健康福祉課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

基本目標：交 流
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重重点点目目標標：：社社会会参参加加のの促促進進をを図図ろろうう

１１３３．．生生ききががいいづづくくりり 《《生生ききががいいづづくくりりのの促促進進をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・地域の老人クラブが高齢化し、活動できる人が少なくなってしまった。

・60 代や 70 代前半の老人クラブ会員が少ない。

・高齢者の活躍できる場が必要。

・酒々井に住んで良かったと思えるような町にしたい。

・ボランティアや生涯学習の活動に対し、発表の場は多いが評価される機会が少ない。

・様々な行事を開催しても参加者がいつも一緒で固定化してしまっている。

基基本本方方針針
生きがいづくりの機会や活動を増やして、酒々井町に住んで良かったと思えるま

ちづくりを推進します。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～生生ききががいいづづくくりりのの促促進進をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

既存の団体や活動

への支援

地域の老人クラブや水仙クラブ連合
会の活動を支援し、高齢者の生きが
いづくりを推進します。

健康福祉課

社会福祉協議会

シルバー人材センターの運営を支援
し、高齢者の社会参加を促進します。

住民協働課

シルバー人材センター

公民館事業や生涯学習事業の充実を
図り、社会参加と生きがいづくりを
推進します。

生涯学習課

住民活動に対する

支援

環境美化や景観づくりのボランティ
ア活動への参加を促進し、住み心地
のいいまちづくりに取り組みます

経済環境課

社会福祉協議会

町民からアイデアを募集し、交流や
生きがいづくりになるような行事を
開催します。

関係各課

地域住民

特徴ある地域活動

のＰＲ
地域で取り組んでいる活動をＰＲ
し、活動意欲の高揚に努めます。

住民協働課

社会福祉協議会

多様な学習機会の

提供

子どもから高齢者まで幅広い世代に
学習の場を提供し、生涯学習の推進
に努めます。

生涯学習課

計画名称 担当課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町社会教育計画 生涯学習課

基本目標：交 流
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重重点点目目標標：：社社会会参参加加のの促促進進をを図図ろろうう

１１３３．．生生ききががいいづづくくりり 《《生生ききががいいづづくくりりのの促促進進をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・地域の老人クラブが高齢化し、活動できる人が少なくなってしまった。

・60 代や 70 代前半の老人クラブ会員が少ない。

・高齢者の活躍できる場が必要。

・酒々井に住んで良かったと思えるような町にしたい。

・ボランティアや生涯学習の活動に対し、発表の場は多いが評価される機会が少ない。

・様々な行事を開催しても参加者がいつも一緒で固定化してしまっている。

基基本本方方針針
生きがいづくりの機会や活動を増やして、酒々井町に住んで良かったと思えるま

ちづくりを推進します。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～生生ききががいいづづくくりりのの促促進進をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

既存の団体や活動

への支援

地域の老人クラブや水仙クラブ連合
会の活動を支援し、高齢者の生きが
いづくりを推進します。

健康福祉課

社会福祉協議会

シルバー人材センターの運営を支援
し、高齢者の社会参加を促進します。

住民協働課

シルバー人材センター

公民館事業や生涯学習事業の充実を
図り、社会参加と生きがいづくりを
推進します。

生涯学習課

住民活動に対する

支援

環境美化や景観づくりのボランティ
ア活動への参加を促進し、住み心地
のいいまちづくりに取り組みます

経済環境課

社会福祉協議会

町民からアイデアを募集し、交流や
生きがいづくりになるような行事を
開催します。

関係各課

地域住民

特徴ある地域活動

のＰＲ
地域で取り組んでいる活動をＰＲ
し、活動意欲の高揚に努めます。

住民協働課

社会福祉協議会

多様な学習機会の

提供

子どもから高齢者まで幅広い世代に
学習の場を提供し、生涯学習の推進
に努めます。

生涯学習課

計画名称 担当課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課

酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 健康福祉課

酒々井町社会教育計画 生涯学習課

基本目標：交 流
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重重点点目目標標：：情情報報のの充充実実をを図図ろろうう

１１４４．．広広報報・・情情報報 《《適適切切なな情情報報提提供供のの充充実実をを図図るる》》

地地域域課課題題とと現現状状
・町には様々なサービスがあるが住民に行き届いていない。

・町のコロナ対策が、インターネット以外で情報を入手することが出来ない。

・インターネットのほかに、これまでの広報手段に限らない有効な周知方法の総合的

な検討が必要。

・行事への参加案内を、広報ニューしすいでの告知や小中学校に伝えているが、より

周知できる参加者募集方法を考える必要がある。

基基本本方方針針
地域住民への情報発信の手段として広報紙や回覧、ホームページ、ＳＮＳを活用

し、高齢者や障がい者に対しても適切に情報提供ができるよう努めます。

取取りり組組みみのの方方向向（（活活動動内内容容））
～～適適切切なな情情報報提提供供のの充充実実をを図図るる～～

分野別行政計画

取り組み名 取り組み内容 実施主体・関係機関

広報紙・回覧・ホー

ムページの充実

広報紙やホームページを分かりやす

くし、情報提供の充実に努めます。
社会福祉協議会

聴覚障がいや視覚障がいをお持ちの

方や、外国人など情報の入手が困難

な方にも、情報が行き届くよう努め

ます。

健康福祉課

社会福祉協議会

広報紙をＣＤに録音した「声の広報」

を作成し、希望者に配布します。

社会福祉協議会

ボランティア

住民の負担にならずに情報提供がで

きるよう、住民回覧の方法を工夫し

ます。

住民協働課

ターゲットを絞った情報発信につい

て、推進します。

企画財政課

社会福祉協議会

防災行政無線の

活用
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酒々井町子ども・子育て支援事業計画 こども課

酒々井町男女共同参画計画 住民協働課
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50

第第５５章章 計計画画をを推推進進すするるたためめににはは
１１ 計計画画のの普普及及とと啓啓発発

地域福祉計画・地域福祉活動計画は、地域住民の参加と支え合いによ

って推進していくもので、一人でも多くの町民に理解と協力を得ること

が重要となります。

この計画を推進していくためには、町民、事業者、関係機関・団体、

町、社会福祉協議会の「協働」が不可欠なものとなります。

そのためには、この計画が地域に定着するよう広報や回覧、ホームペー

ジなどで周知を図るとともに、自治会や民生委員児童委員などといった地

域のネットワークを活用し、本計画の普及と啓発に取り組みます。

２２ 計計画画のの推推進進とと評評価価

この計画は、町民、事業者や関係機関・団体、町、社会福祉協議会が協

働で進める計画です。この計画の取り組みを効果的に推進するため推進表

を作成し、計画の進捗状況や事業の方向性を確認し進行管理を行っていき

ます。

また、計画の推進と評価については「酒々井町地域福祉計画推進委員会」

を設置し、この計画の進捗状況を定期的に評価しその結果を分析しながら

計画の見直しを行います。

【ＰＤＣＡサイクル】

計画の策定　
PLAN

計画の実行　
DO

計画の評価　
CHECK

計画の見直し　
ACTION

地地域域福福祉祉計計画画

推推進進委委員員会会
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３３ ＳＳＤＤＧＧｓｓととのの関関連連ににつついいてて

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成 27 年（2015 年）9 月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に

記載されている、令和 12年（2030 年）までに先進国と発展途上国がとも

に取り組む持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、17 の大目標と

169 のターゲットが設定されています。

ＳＤＧｓの「誰ひとり取り残さない」社会の実現という理念は、地域共

生社会の実現とも密接に関係するため、本計画においても、ＳＤＧｓの視

点を持って福祉課題に対応します。
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本本計計画画のの策策定定ににああたたりり、、策策定定委委員員ののみみななささんんのの普普段段のの活活動動ににつついいてて紹紹介介ささ

せせてていいたただだききまますす。。

１１．．人権擁護委員の活動について・・・・・・・・・・・・・・・５３
酒々井町人権擁護委員 髙梨子 淳一

２２．．酒々井町民生委員児童委員協議会の活動・・・・・・・・・・５４
酒々井町民生委員児童委員協議会 会長 大西 眞典

３３．．酒々井（Ｓ）墨（Ｓ）シニア（Ｓ）クラブ（Ｃ）の紹介・・・５５
酒々井町水仙クラブ連合会 監事 立田 文夫

４４．．笑 顔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６
酒々井町手をつなぐ親の会 会長 福田 美千代

５５．．酒々井町地域包括支援センターの取り組み・・・・・・・・・５７
酒々井町地域包括支援センター 社会福祉士 稲岡 哲

６６．．白ゆり会（酒々井町母子寡婦福祉会）の取り組み・・・・・・５８
酒々井町母子寡婦福祉会 会長 青木 悦子

７７．．いんば中核地域生活支援センターすけっと
さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンターの取り組み

・・・・・５９
いんば中核地域生活支援センターすけっと

さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター

所長 白田 東吾

８８．．介護が必要になっても住み慣れた地域や在宅で自分らしく
日常生活を続ける取り組み・・・・・６０

千葉しすい病院 ケアプランセンター 居宅介護支援専門員 福井 佐智子

第６章

酒々井町地域福祉計画・地域福祉活動計画に寄せて

（コラム）
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人権擁護委員の活動について

酒々井町人権擁護委員

髙梨子 淳一

人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、

法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、地域の皆さんに人権につ

いて関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしています。

町における主な活動として、人権啓発活動や月に一回役場にて開催している人権相

談、町内の小学校・中学校にて人権教室を年に一回ずつ開催しています。特に人権教

室は児童や生徒の積極的に参加する姿を見ると、人権に対する関心が大きいことを感

じます。

人権の課題は多岐にわたります。性に関すること、親子関係や夫婦関係、障がいに

関すること、国籍の違い、犯罪に関すること、インターネット上の人権侵害、震災等

の災害に起因すること、感染症などがあげられます。「人権」は漢字にすると２文字だ

けですが、たくさんの思いが詰まった言葉です。

社会においては偏見や差別など人権に関する報道が連日のように流れます。私たち

人権擁護委員は誰もが幸せに生活できるように、他人事ではなく自分事としてとらえ

て、人権を尊重した行動がとれるきっかけとなる活動を続けたいと思います。

【小中学校での人権教室

の様子】
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酒々井町民生委員児童委員協議会の活動

酒々井町民生委員児童委員協議会

会長 大西 眞典

私たち民生委員児童委員協議会は民生委員・児童委員 36 名と主任児童委員 2 名で

構成されています。

ここ数年来のコロナ禍の中で、民生委員活動はいろいろな制約をうけましたが、地

域住民の「身近な相談相手」として様々な工夫をしながら活動を継続しています。

しかしながら協議会においては、従来のように全員が集まっての定例会の定期開催

が難しい状況になりました。そこで委員を地域ごとに７つの班に分け、少人数での班

活動を取り入れています。これにより、より地域に密着した活動が期待でき、また委

員同士の繋がりや連携が今まで以上に図られるというメリットも出てき始めています。

また、今後の課題として、地域共生社会の一翼を担うべく、区会や自治会組織をは

じめとする地域の方々との連携・協働を深めることにも取り組んでいます。

【定例会】

毎月の定例会では、テーマを決めて

の意見交換や研修会を行い、民生委員

児童委員として必要な知識等の習得に

努めています。

また、町の健康福祉課・社会福祉協議

会・地域包括支援センター等の主催する

さまざまな行事に協力し、地域住民の支

援に必要な福祉関連諸機関とのつなが

りを深めています。

【学校訪問】 【RUN伴】 【研修会】

民生委員・児童委員は、地域住民の立場に立って町の福祉を担うボランティアです。

住民の身近な相談相手として、生活上の心配ごとや困りごとの相談に応じ、その課題が解

決できるよう、必要な支援へのつなぎ役になります。また地域の見守り役として、高齢者・

障がいを持つ人・子供たちの見守りを行っています。子どもや子育てに関する支援を専門に

担当する主任児童委員も活動しています。民生委員・児童委員には法による守秘義務が課せ

られていますので、相談内容が他の人に伝わることはありません。安心して相談して下さ

い。
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酒々井町民生委員児童委員協議会の活動

酒々井町民生委員児童委員協議会
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い。
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酒々井（Ｓ）墨（Ｓ）シニア（Ｓ）クラブ（Ｃ）の紹介

酒々井町水仙クラブ連合会

監事 立田 文夫

私たちＳＳＳＣ（酒々井墨シニアクラブ）は、平成 26 年 4 月にしばらく活動が途絶

えていた墨地区老人クラブを復活させて、活動を始めました

活動は定例会を、墨地区鎮守の六所神社に因んで、毎月 6日に開催しています。

発足当時は、基本理念を「明るく楽しく元気よくは勿論、行動するシニア（アクテ

ィブシニア）」を目標に掲げました。

そこでアウトレットの開業に伴い、交通量の増えた墨区を縦貫する県道富里酒々井

線約 2.5 ㎞を「墨ウエルカムロード」と名付け、環境美化活動に取り組みました。

そして、墨ウエルカムロード実行委員会を立ち上げて耕作放棄の畑を無償で借り受

け、草刈り、耕耘を実施しクリーンアップ。そして歩道に被さった樹木や竹林、雑草

の除去等を行います。

さらに、きれいになった畑と道路用地の緑地部分に花を植えたり、環境美化活動を

行い、爽やかな汗を流しています。

今後の高齢化社会を生き抜くためには、老いても生きる価値と経験に基づく老人力

を発揮し、ＳＳＳＣの活動を通じて明るく元気な健康都市「酒々井町」、そして多様

性に富んだ人に優しい福祉の町「酒々井」の構築に少しでも貢献できるよう努力して

いきたいと思います。

【整備前】 【整備後】
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笑 顔

酒々井町手をつなぐ親の会

会長 福田 美千代

酒々井町手をつなぐ親の会は、発達にデコボコを抱えている子どもや障がいを持っ

ている子どもを育てている親達の集まりです。

「一泊旅行、行きたいよ。いつ（行くの）？」「コロナが落ち着いたら行こうね。」

会うたびに同じ会話から始まります。

活動拠点はエコトピアの一室です。定期的に集まり、刺し子や布草履の下準備、ロ

ックソーランの練習をした後、お喋りしながらお弁当をいただいていました。しかし、

新型コロナウイルスが蔓延したことで、毎月２回は顔を会わせていた定期活動が泣く

泣く中止になってしまいました。集会しない月が続き、活動の幅がとても狭くなって

しまいました。

笑顔が減った子ども達を危惧し、どうしたらみんなで集まれるか模索する中で、月

１回は集会を計画しようと軽スポーツの活動を企画して、パークゴルフやボッチャ等

を楽しんでいます。

まだマスクをしながらの活動ですが、マスクの下はまた笑顔が戻ってきました。

感染対策の大切さを知った子は、「手洗い・消毒・マスク」と言うようになりました。

もっともっともっと笑顔が増えるように、マスクを外せる日を期待しながら、楽し

みにしている旅行やカラオケ、スポーツで親も子も今以上に元気になるような活動を

続けていこうと思います。
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酒々井町地域包括支援センターの取り組み

酒々井町地域包括支援センター
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【げんき館でのオレンジカフェ】
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白ゆり会（酒々井町母子寡婦福祉会）の取り組み

酒々井町母子寡婦福祉会

会長 青木 悦子

私たち白ゆり会は、酒々井町でひとり親で子どもを育てる母子家庭、そして子ども

が巣立った寡婦が集う団体です。

全国に『全国母子寡婦団体協議会』、県には『千葉県母子寡婦福祉連合会』があり、

そして酒々井町の組織となります。

子育て中のお母さん方へ福祉施策を知ってもらうために、県では勉強会を開催し、

啓蒙活動をしています。白ゆり会としても、他市町村と連携をとりながら、子どもの

居場所、子どもの健やかな成長を目指しています。

若年母子の行事としては、夏休み日帰りバス旅行、クリスマス会、春のボーリング

大会等を行っています。また、県の懇親会等にも参加しています。

寡婦の行事としては、バス旅行や懇親会の交流のほか、活動資金を得るため、エコ

トピア酒々井で週１回喫茶店を開催したり、お花売りをしています。（エコトピア酒々

井で喫茶店を開き、手作りの甘酒販売は、現在コロナ禍のため中止しています。）

酒々井町は母子と寡婦がとてもいい関係をつくることができており、若年母子会の

行事に寡婦も参加する等、日々連携や交流を深めながら、活動を行っています。

全国の統一活動テーマは、

〝〝 つつななごごうう人人のの輪輪 守守ろろうう地地域域のの輪輪 〟〟

討議テーマは

★母子に関するテーマ

〝〝 目目指指そそうう自自立立、、活活かかそそうう支支援援策策 〟〟

★母子・寡婦に共通するテーマ

〝〝 母母子子とと寡寡婦婦、、共共にに育育むむ子子どどもものの未未来来 〟〟

★ひとり親家庭の子どもに関するテーマ

〝〝 すすべべててのの子子どどももにに笑笑顔顔とと希希望望をを！！ 〟〟

となっています。

これからも、未来ある子ども達のため、白ゆり会の組織の充実を図るため、頑張っ

ていきたいと思います。
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いいんんばば中中核核地地域域生生活活支支援援セセンンタターーすすけけっっとと

ささかかええ・・ししすすいいワワーークク・・ラライイフフササポポーートトセセンンタターーのの取取りり組組みみ

いんば中核地域生活支援センターすけっと

さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター

所長 白田 東吾

新型コロナウィルスの蔓延により生活に困窮する人が増加しました。また、不登校

やひきこもり（８０５０問題）、ヤングケアラー等も社会問題化しています。課題は複

合化し、家族だけで解決する事が難しい事もあります。

私たち、『中核地域生活支援センター』は県から

委託を受けている相談支援事業所です。

千葉県内１３の健康福祉圏域に１か所ずつ設置

され、『すけっと』は印旛圏域を担当しています。

「どこに相談したら良いのか分からない」「課題が

あり過ぎてどこから手を付けたら良いのか分から

ない」という方の相談に乗り、課題を整理して解決

の道筋を一緒に考えていきます。障がいの有無や年

齢を問わず、どんな相談でも受けている相談支援機

関です。

『さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンタ

ー』は「すけっと」と同じ事務所にある生活に困窮

している方を対象にした相談窓口です。

「家賃の支払いが大変」「借金の支払いが出来な

い」「仕事が見つからない」等の相談を受けて、解決

に向けた伴走型の支援を行います。

支援のツールとして以下のものがあります。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

いんば中核地域生活支援センターすけっと ０４３－３０８－６３２５

さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター ０４３－３０８－６３３２

住居確保給付金：家賃の支払いが難しい方に対して、家賃の一部を給付

（一定の条件があります）

就労準備支援事業：就労ブランクがある等を理由に、すぐに働くことが難し

い方を対象にした就労支援

家計改善支援事業：債務や滞納等を理由に収支バランスの崩れている方を対

象に、家計を見える化し、自分で家計を管理できる事を目

指します。

一時生活支援事業：ホームレス等の一定の住居を持たない人を対象に衣食住

を提供（一定の条件があります）
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介護が必要になっても住み慣れた地域や在宅で自分らしく

日常生活を続ける取り組み

千葉しすい病院 ケアプランセンター

居宅介護支援専門員 福井 佐智子

私は病院の事務所に所属し、5名のケアマネージャーとともに要支援や要介護認定

を受けた方々の相談を受け、介護保険サービスにつながるように関係事業所と相談者

の依頼調整を行っています。

加齢や病気、骨折等のケガにより、行えていた日常生活の活動に支障が生じた時に、

サービス支援として状態の悪化予防や改善及び回復を図ることが中心となります。

また、介護を行い支える側の大変さを理解し、介護の軽減に努めることもサービス

の利用に繋がります。

私たちケアマネージャーは、相談者に対して一人ひとりの暮らしや考え方、今まで

の環境を尊重しながら対話を心がけ、本人らしい在宅生活が続けられるように支援い

たします。

個々が、必要に応じ介護保険サービスや介護施設、医療施設の利用で在宅生活に繋

がるような生活の一端を担っています。これらが地域包括的に関わりながら、医療・

介護・福祉・行政の協力や協働で進められているところでもあります。

そのため、支援者自身も専門分野の方々と連携し、相談上手になることを心がけて

います。

そうすることで、広い視野で相談者に対応でき、安心感を持ってもらえるのではな

いかと考えています。

あまり堅苦しく考えず、通所のレクリエーション等で皆さんと楽しく生き生きと活

動できる場や、リハビリやマシーンを利用した機能運動もあります。介護保険が開始

され約 20 年が経ち、多様化が言われている現在は、身近な存在になってきているので

はないでしょうか。
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【【参参考考資資料料】】

１ 第３期酒々井町地域福祉計画等策定委員会設置要綱

２ 策定委員等名簿

３ 用語説明
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１１ 第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画等等策策定定委委員員会会設設置置要要綱綱

令和 4年 5 月 6日

酒々井町告示第60号

（設置）

第 1条 社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号）第 107 条の規定により第 3

期酒々井町地域福祉計画及び地域福祉活動計画（以下「計画」という。）

を策定するため、第 3期酒々井町地域福祉計画等策定委員会（以下「委

員会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 委員会は、計画の策定に関し検討を行い、その結果を町長へ報告

する。

（委員）

第３条 委員会は、委員 20 名以内をもって組織し、次に掲げる者の中か

ら町長が委嘱する。

（１） 町民から公募した者

（２） 酒々井町議会教育民生常任委員会委員長

（３） 学識経験者

（４） 福祉関係団体の代表

（５） 医療機関の代表

（委員長等）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を

代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行し、計画が策定された日をもってその

効力を失う。
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２２ 策策定定委委員員等等名名簿簿
①策定委員

②アドバイザー

③事務局

所 属 名 役 職 氏 名

昭和女子大学 非常勤講師 赤堀 久里子

所 属 名 役 職 氏 名

健康福祉課 課長 岩井 照夫

〃 副課長 増渕 和江

〃 研修員 渡邊 裕之

社会福祉協議会 事務局長 大﨑 智行

〃 主査 吉田 実

〃 主任主事 森田 真央

選出区分 選出団体等 氏 名 役職・部会

町民公募 地域住民 秋山 篤 安心・安全

町民公募 地域住民 坪内 東公 交流

町民公募 地域住民 眞々田 義則 交流
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〃 Ｂ－Nｅｔ子どもセンター 伊能 直矢 交流

医療機関 千葉しすい病院 福井 佐智子 安心・安全
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３３ 用用語語のの解解説説

【ア行】

生きがいデイサービス事業
介護認定を受けていない 60 歳以上の方の介護予防事

業

ＳＮＳ
登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサイトの会

員制サービス

ＳＤＧｓ

「誰一人取り残さない」社会実現を目指し、経済･社

会・環境をめぐる広範な課題に総合的に取り組むため

の目標

ＮＰＯ
民間の非営利団体で地域に密着した公共サービスや社

会貢献活動を行う団体

オレンジカフェ
認知症の方やご家族、地域の方など誰でも気軽に集え

る交流の場

【カ行】

紙おむつ支給事業

身体障害者手帳または療育手帳、介護認定を受けてい

る方に対して、1 月あたり 3,000 円分の紙おむつ等購

入助成券を支給（※所得制限あり）

基幹相談支援センター
障がいのある人が、日常生活や社会参加などに関する

様々な相談を受ける機関

給食サービス

安否確認を目的に、75 歳以上のひとり暮らしの高齢

者等で高齢者向けのお弁当を配達する社会福祉協議会

が行うボランティアサービス

緊急医療情報キット

75 歳以上のひとり暮らしの方または世帯の方に対し、

緊急時の医療情報や緊急連絡先を記入した用紙をプラ

スチックの容器に入れ、救急隊等が個人情報等を把握

するために活用

緊急通報装置設置事業
ひとり暮らしの高齢者等の緊急事態を通報する電話機

とペンダント型発信機を貸与する町の事業

グループホーム
高齢者や障がい者が少人数（5～10 人程度）で共同生

活を営む住居およびその形態

ゲートキーパー

自殺につながるサインに気づき、適切な対応（声か

け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）がで

きる人

げんき館
高齢者など多世代が交流でき、健康維持と生きがいづ

くりを支援する施設

健幸ポイント
健康への意識向上や健康的な生活習慣を身につけるき

っかけになることを目的に実施。
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言語聴覚士

ことばによるコミュニケーションに問題がある方に専

門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できる

よう支援する専門職

交通弱者

自動車中心の社会において、年少者、要介護者、一部

の高齢者や障がい者など、自分で運転することができ

ず、自家用の交通手段がないため公共交通機関に頼ら

ざるを得ない人

高齢者運転免許証自主返納

支援タクシー

70 歳から 74 歳で運転免許証を自主返納された方に、

タクシー利用助成券を交付する事業

高齢者外出支援事業
75 歳以上の運転免許証を所有していない方を対象に、

タクシー利用助成を交付

子育てコンシェルジュ

安心して子育てできるように、育児の悩みを聞いたり

相談に乗ったりと、子育てママやパパを応援する強い

味方

子ども家庭支援総合拠点 子どもと家庭に関する総合的な支援機関

【サ行】

災害ボランティアセンタ－
災害発生時のボランティア活動を効率的に運営するた

め、社会福祉協議会が設置

さかえ・しすいワークライフ

サポートセンター

千葉県より委託を受け、経済的に困っている方や、ひ

きこもり等で悩んでいる方へ総合的な相談支援を行う

機関

在宅医療
在宅で行う医療のことで、外来・入院についで第三の

医療として捉えられている

サロン

地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが

協働で企画をし、 内容を決め、共に運営していく楽し

い仲間づくりの場

しすいハート体操

しすい整形クリニックの松浦龍院長の監修で、日本体

育協会スポーツプログラマーの三橋好子先生が「だれ

でも手軽にできる、親しみやすい運動」として作成し

た体操

しすいふれ愛タクシー

町からの委託を受け、社会福祉協議会が運行している

デマンド交通システムで、予約に合わせて、自宅や外

出先まで車が迎えに来てくれて、町内の行きたいとこ

ろまで送迎するドア・ツー・ドアの乗り合いタクシー

下宿ベース
住民によるまちづくりを推進するため、地域住民の

活動拠点となる施設

生涯学習事業
楽しく充実した人生を送ることを目指して、すべての

人に生涯学習に参加する機会を提供する事業
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シルバー人材センター

現役を引退した定年退職者等の高齢者が、地域社会で

その経験を活かしつつ、働くことを通じて生きがいを

得るとともに社会に貢献することを主たる目的とし

て、自主的に参加し、組織する公益社団法人等で高齢

社会を支える公益性・公共性を有する団体

心理発達相談員
育児や子育てに関する悩みの相談、情報提供、アドバ

イス（電話、対面）をする専門職

生活支援体制整備事業

高齢者を支える地域づくりを進めるため、「協働体」や

「生活支援コーディネーター」を中心に、地域の住民

や各種団体、企業の関係者など様々な方が連携しなが

ら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高

齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目標に実

施する一連の事業

水仙クラブ連合会

水仙クラブ連合会は酒々井町独自の名称で、老人クラ

ブ間の交流や会員の健康づくりなどを目的として様々

な事業を実施している、地域の老人クラブが集まって

形成された団体

生活援助用具
社会福祉協議会で貸し出しや購入助成を行っているベ

ッドや車椅子などの福祉用具の総称

生活保護制度

生活に困窮している国民に、困窮の程度に応じた保護

を行って最低限度の生活を保障するとともに、その自

立を助けるための制度

成年後見制度
判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障が

い者、精神障がい者等）を保護し、支援するための制度

相談支援

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支

援が必要と認められる場合に、障がい者（児）の自立し

た生活を支え、障がい者（児）の抱える課題の解決や適

切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントにより

きめ細かく支援するもの

【タ行】

男女共同参画

男女が性別に関係なくその個性と能力を十分に発揮す

る事が出来る機会を確保され、社会の対等な構成員と

して、自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画

し、共に責任を担うこと

地域介護予防活動支援事業

要介護状態になる前から介護予防を推進するととも

に、地域における包括的・継続的なマネジメント機能

を強化することを目的とした、介護保険法に定められ

た事業
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地域ケア会議

地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、

それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、

地域包括ケアシステムの実現に向けた手法

地域子ども・子育て支援事業
すべての子育て家庭を対象に、市町村が地域のニーズ

に応じた様々な子育て支援を行う事業のこと

ＤＶ

「ドメスティック・バイオレンス」の略語で、配偶者や

恋人など親密な関係にある方または関係があった方か

ら振るわれる暴力

中核地域生活支援センター

「すけっと」

千葉県が設置する福祉の総合相談・支援機関。24 時間

365 日、あらゆるご相談をワンストップで受ける機関

【ナ行】

日常生活自立支援事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等などの

判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が

送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービス

の利用援助等を行う社会福祉協議会の事業

日常生活用具

障がい者が日常生活を円滑に送ることを目的として、

障がい者専用の用具類の購入に際して公費で購入補助

を行う制度

認知症サポーター養成講座

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知

症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする

「認知症サポーター」を養成する、認知症高齢者等に

やさしい地域づくりのための取り組み

認知症初期集中支援チーム

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り

住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるため

に、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初

期集中支援チーム」を配置し、早期診断、早期対応に

向けた支援体制を構築することが目的

妊婦・乳児支援タクシー
健診等で通院する際、その料金を助成するタクシー券

を交付する事業

【ハ行】

８０５０（ハチマルゴオマル）

問題

80 代の高齢の親が、50 代中高年でひきこもりの無職の

子どもと同居し、経済的にも生活を支える状況

発達障がい

生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさ・凸凹

(でこぼこ)と、その人が過ごす環境や周囲の人とのか

かわりのミスマッチから、社会生活に困難が発生する

障がい

バリアフリー
日常生活や社会生活における物理的、心理的な障がい

や、情報に関わる障壁などを取り除いていくこと
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はり・きゅう・マッサージ

施術利用助成

65 歳以上の方にはり・きゅう・マッサージの利用券を

交付する事業

避難行動要支援者名簿登録制度

災害時の避難等に支援を必要とする高齢者、障がいの

ある方、妊産婦の方などを事前に把握するため、ご本

人からの申し出により登録する制度

福祉教育
社会福祉に対する理解を深めるために行われる教育活

動

福祉タクシー
身体障がい者や介護の必要な高齢者の移動のために、

車椅子やベッドのまま乗れる装備のあるタクシー

福祉避難所
災害発生時に高齢者・障がい者・妊産婦など特別な配

慮を必要とする人を受け入れる避難所

福祉マップ
外出が困難な方への情報提供として、町内施設や商店

の設備状況をまとめた地図

放課後児童クラブ

保護者が仕事などのために放課後や夏休みなどの学校

休業日に家庭で保育が出来ない児童を対象に、遊びや

生活の場を提供している

法人後見

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などの法人が成

年後見人、保佐人もしくは補助人になり、判断能力が

不十分な人の保護・支援を行うこと

訪問診療
在宅で療養していて通院が困難な患者を対象に、医師

が定期的に訪問して診療を行うこと（往診）

ボランティア
自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動をす

る人

ボランティア講座
市民活動センターやボランティアセンターなどで実施

している、地域住民向けのボランティアに関する講座

【マ行】

町三師会 町の医師会、歯科医師会、薬剤師会を指す呼称

見守り協定

担当者が配達の際、組合員や地域の高齢者などの異変

に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先に速やかに

連絡・通報を行うというもの

民生委員児童委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの

地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であ

り、「児童委員」を兼ねている

【ヤ行】

ヤングケアラー
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話な

どを、日常的に行っている子どものこと
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はり・きゅう・マッサージ

施術利用助成

65 歳以上の方にはり・きゅう・マッサージの利用券を

交付する事業

避難行動要支援者名簿登録制度

災害時の避難等に支援を必要とする高齢者、障がいの

ある方、妊産婦の方などを事前に把握するため、ご本

人からの申し出により登録する制度

福祉教育
社会福祉に対する理解を深めるために行われる教育活

動

福祉タクシー
身体障がい者や介護の必要な高齢者の移動のために、

車椅子やベッドのまま乗れる装備のあるタクシー

福祉避難所
災害発生時に高齢者・障がい者・妊産婦など特別な配

慮を必要とする人を受け入れる避難所

福祉マップ
外出が困難な方への情報提供として、町内施設や商店

の設備状況をまとめた地図

放課後児童クラブ

保護者が仕事などのために放課後や夏休みなどの学校

休業日に家庭で保育が出来ない児童を対象に、遊びや

生活の場を提供している

法人後見

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などの法人が成

年後見人、保佐人もしくは補助人になり、判断能力が

不十分な人の保護・支援を行うこと

訪問診療
在宅で療養していて通院が困難な患者を対象に、医師

が定期的に訪問して診療を行うこと（往診）

ボランティア
自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動をす

る人

ボランティア講座
市民活動センターやボランティアセンターなどで実施

している、地域住民向けのボランティアに関する講座

【マ行】

町三師会 町の医師会、歯科医師会、薬剤師会を指す呼称

見守り協定

担当者が配達の際、組合員や地域の高齢者などの異変

に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先に速やかに

連絡・通報を行うというもの

民生委員児童委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの

地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であ

り、「児童委員」を兼ねている

【ヤ行】

ヤングケアラー
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話な

どを、日常的に行っている子どものこと
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【ラ行】

ＲＵＮ伴

認知症の人や家族、支援者、今まで認知症の人と接点

がなかった地域住民が一緒に襷をつなぎ「認知症にや

さしいまちづくり」を進めることを目的とした認知症

啓発イベント

隣保館
地域住民の福祉の向上や人権啓発、住民交流の拠点と

なる福祉施設

【ワ行】

ワンコインサービス

社会福祉協議会で行っている在宅福祉事業であり、高

齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯などの支援を必

要としている方々に対して、30 分程度の軽作業を 100

円または 500 円のワンコインで実施している有料サー

ビスであり、実施は地域登録ボランティアが行う制度
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第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの策策定定をを終終ええてて

私私たたちちのの生生活活はは近近年年、、少少子子高高齢齢化化やや単単身身世世帯帯のの増増加加やや孤孤立立・・孤孤独独ななどどををししてていいくく中中

でで課課題題のの複複雑雑化化・・複複合合化化ししてていいまますす。。

ままたた、、ここのの 33年年間間はは新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大ののたためめ、、日日常常生生活活にに様様々々なな制制限限

ががあありり人人ととののつつななががりりのの機機会会のの減減少少やや経経済済活活動動のの停停滞滞ななどど、、ここれれままででにに経経験験ししたたこことと

ののなないい困困難難をを経経験験ししままししたた。。

第第２２期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画はは、、ココロロナナ禍禍でで十十分分なな地地域域福福祉祉活活

動動をを行行ううここととがが難難ししいい中中ででもも地地域域ででででききるるこことと等等、、創創意意工工夫夫をを凝凝ららししたた活活動動、、特特にに民民

生生委委員員とと自自治治会会がが協協力力とと連連携携ををししたた取取りり組組みみをを行行っったた地地域域ももあありりままししたた。。そそししてて第第３３

期期のの計計画画をを迎迎ええ、、当当該該委委員員かかららのの活活動動実実践践等等報報告告ややアアイイデデアアををいいたただだききななががらら、、策策定定

にに取取りり組組んんででききままししたた。。

本本町町のの地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画はは、、県県内内ででもも珍珍ししくく協協働働策策定定ででああるるここととはは

言言ううままででももあありりまませせんん。。双双方方のの利利点点とと日日頃頃かかららのの地地域域活活動動団団体体やや住住民民ととのの距距離離感感のの近近

いい関関係係性性ででのの策策定定もも大大ききなな特特徴徴とと言言ええまますす。。

本本委委員員会会でではは「「安安心心・・安安全全」」「「協協働働」」「「交交流流」」ととテテーーママにに分分かかれれ、、意意見見交交換換をを重重ねねてて

ききままししたた。。抽抽出出さされれたた意意見見ははテテーーママをを超超ええててリリンンククしし、、そそののリリンンククししたた意意見見ここそそがが地地

域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画をを推推進進すするる「「核核」」ににななるるももののとと思思いいまますす。。

そそのの意意見見のの一一つつにに「「居居場場所所づづくくりり」」ががあありりままししたた。。子子どどももででもも高高齢齢者者ででもも、、障障ががいい

ののああるる人人、、ささららにに外外国国ににルルーーツツののああるる人人ででもも、、町町のの中中でで集集るる場場所所やや機機会会をを既既存存のの活活動動

やや団団体体等等ををつつななぎぎ合合わわせせ、、そそれれをを支支援援すするる地地域域のの中中でで熱熱意意ののああるる住住民民やや専専門門職職等等がが有有

機機的的ななつつななががりりををつつくくるるここととでで、、地地域域共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた第第１１歩歩ととななるるここととででしし

ょょうう。。互互いいをを知知るるこことと、、顔顔のの見見ええるるつつななががりりををつつくくるるそそののももののがが地地域域福福祉祉のの肝肝とと言言ええ

るるででししょょうう。。

今今後後はは本本計計画画等等をを推推進進すすべべくく様様々々なな団団体体だだけけででははななくく、、住住民民一一人人ひひととりりがが自自分分事事とと

ししてて意意識識のの醸醸成成をを図図るるここととががででききるるよようう町町とと社社会会福福祉祉協協議議会会ととのの連連動動にに期期待待をを寄寄せせ、、

結結びびととささせせてていいたただだききまますす。。

令令和和 55年年 33月月

第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画等等策策定定委委員員会会

アアドドババイイザザーー

昭昭和和女女子子大大学学 人人間間社社会会福福祉祉学学部部 福福祉祉社社会会学学科科

非非常常勤勤講講師師 赤赤堀堀 久久里里子子
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第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの策策定定をを終終ええてて

私私たたちちのの生生活活はは近近年年、、少少子子高高齢齢化化やや単単身身世世帯帯のの増増加加やや孤孤立立・・孤孤独独ななどどををししてていいくく中中

でで課課題題のの複複雑雑化化・・複複合合化化ししてていいまますす。。

ままたた、、ここのの 33年年間間はは新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大ののたためめ、、日日常常生生活活にに様様々々なな制制限限

ががあありり人人ととののつつななががりりのの機機会会のの減減少少やや経経済済活活動動のの停停滞滞ななどど、、ここれれままででにに経経験験ししたたこことと

ののなないい困困難難をを経経験験ししままししたた。。

第第２２期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画はは、、ココロロナナ禍禍でで十十分分なな地地域域福福祉祉活活

動動をを行行ううここととがが難難ししいい中中ででもも地地域域ででででききるるこことと等等、、創創意意工工夫夫をを凝凝ららししたた活活動動、、特特にに民民

生生委委員員とと自自治治会会がが協協力力とと連連携携ををししたた取取りり組組みみをを行行っったた地地域域ももあありりままししたた。。そそししてて第第３３

期期のの計計画画をを迎迎ええ、、当当該該委委員員かかららのの活活動動実実践践等等報報告告ややアアイイデデアアををいいたただだききななががらら、、策策定定

にに取取りり組組んんででききままししたた。。

本本町町のの地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画はは、、県県内内ででもも珍珍ししくく協協働働策策定定ででああるるここととはは

言言ううままででももあありりまませせんん。。双双方方のの利利点点とと日日頃頃かかららのの地地域域活活動動団団体体やや住住民民ととのの距距離離感感のの近近

いい関関係係性性ででのの策策定定もも大大ききなな特特徴徴とと言言ええまますす。。

本本委委員員会会でではは「「安安心心・・安安全全」」「「協協働働」」「「交交流流」」ととテテーーママにに分分かかれれ、、意意見見交交換換をを重重ねねてて

ききままししたた。。抽抽出出さされれたた意意見見ははテテーーママをを超超ええててリリンンククしし、、そそののリリンンククししたた意意見見ここそそがが地地

域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画をを推推進進すするる「「核核」」ににななるるももののとと思思いいまますす。。

そそのの意意見見のの一一つつにに「「居居場場所所づづくくりり」」ががあありりままししたた。。子子どどももででもも高高齢齢者者ででもも、、障障ががいい

ののああるる人人、、ささららにに外外国国ににルルーーツツののああるる人人ででもも、、町町のの中中でで集集るる場場所所やや機機会会をを既既存存のの活活動動

やや団団体体等等ををつつななぎぎ合合わわせせ、、そそれれをを支支援援すするる地地域域のの中中でで熱熱意意ののああるる住住民民やや専専門門職職等等がが有有

機機的的ななつつななががりりををつつくくるるここととでで、、地地域域共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた第第１１歩歩ととななるるここととででしし

ょょうう。。互互いいをを知知るるこことと、、顔顔のの見見ええるるつつななががりりををつつくくるるそそののももののがが地地域域福福祉祉のの肝肝とと言言ええ

るるででししょょうう。。

今今後後はは本本計計画画等等をを推推進進すすべべくく様様々々なな団団体体だだけけででははななくく、、住住民民一一人人ひひととりりがが自自分分事事とと

ししてて意意識識のの醸醸成成をを図図るるここととががででききるるよようう町町とと社社会会福福祉祉協協議議会会ととのの連連動動にに期期待待をを寄寄せせ、、

結結びびととささせせてていいたただだききまますす。。

令令和和 55年年 33月月

第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画等等策策定定委委員員会会

アアドドババイイザザーー

昭昭和和女女子子大大学学 人人間間社社会会福福祉祉学学部部 福福祉祉社社会会学学科科

非非常常勤勤講講師師 赤赤堀堀 久久里里子子
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第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの完完成成ににああたたっってて

第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの策策定定はは、、令令和和 44年年 55月月にに委委嘱嘱状状

のの交交付付をを受受けけ、、そそのの後後毎毎月月１１回回ののペペーーススでで策策定定委委員員会会をを重重ねねててままいいりりままししたた。。第第２２期期

のの計計画画推推進進期期間間はは平平成成 3300年年度度かからら令令和和 44年年度度ままででのの 55年年間間ででししたたがが、、ごご存存じじのの通通りり、、

令令和和 22年年 11月月にに国国内内でで最最初初ののココロロナナ感感染染症症患患者者がが発発症症ししててかからら 33年年がが経経過過しし、、第第２２期期

計計画画のの推推進進ののななかか後後半半はは地地域域福福祉祉活活動動のの推推進進がが実実質質的的にに停停滞滞ししててししままっってていいたた時時期期

ででししたた。。

思思ええばば、、地地域域福福祉祉活活動動のの大大半半はは、、「「３３密密（（密密集集・・密密閉閉・・密密接接））」」をを前前提提ととししたた活活動動がが

中中心心ででししたた。。繰繰りり返返しし緊緊急急事事態態宣宣言言がが発発出出さされれるる中中、、自自粛粛生生活活がが常常態態化化しし、、地地域域活活動動

再再開開のの機機運運ががななかかななかか高高ままららなないいももどどかかししささもも、、地地域域かかららはは聞聞ここええててききまますす。。

地地域域ににおおけけるる孤孤立立・・孤孤独独やや格格差差のの問問題題はは、、よよりり深深刻刻ににななっってていいまますす。。自自助助をを支支ええるる

公公助助のの充充実実ははももととよよりり、、互互助助やや共共助助のの意意義義やや役役割割ににつついいてて、、改改めめてて考考ええるる契契機機ににももなな

っってていいまますす。。

第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画・・地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの策策定定はは、、ままささにに「「地地域域ののつつなながが

りりづづくくりりのの再再構構築築」」とといいうう視視点点かからら、、第第２２期期計計画画ででははややれれななかかっったた取取りり組組みみをを中中心心にに

再再検検討討ししたた計計画画ででああっったたとと思思いいまますす。。1199名名のの策策定定委委員員はは、、３３つつのの分分科科会会にに分分かかれれてて、、

そそれれぞぞれれのの基基本本目目標標ごごととにに地地域域福福祉祉をを推推進進すするる事事業業ににつついいてて話話しし合合いいままししたた。。

「「安安心心・・安安全全」」部部会会はは、、子子どどももかからら高高齢齢者者ままでで、、子子育育てて中中のの方方もも障障ががいいののああるる方方もも、、

すすべべててのの人人がが見見守守りりななどどをを通通ししてて地地域域生生活活継継続続がが可可能能ににななるる「「つつななががりりづづくくりり」」ににつつ

いいてて議議論論をを深深めめててききままししたた。。

「「協協働働」」部部会会はは、、自自治治会会やや民民生生児児童童委委員員のの役役割割をを中中心心にに、、人人とと人人ををつつななぐぐ「「横横のの連連

携携」」ににつついいてて検検討討しし、、ささららににはは地地域域課課題題とと専専門門職職、、活活動動団団体体とと専専門門測測ををつつななぐぐ「「縦縦のの

連連携携」」ににつついいててもも議議論論ししままししたた。。多多機機関関・・多多職職種種ががつつななががりりああううここととでで、、地地域域のの課課題題

をを発発見見しし、、解解決決ででききるる仕仕組組みみづづくくりりをを論論じじててききままししたた。。

「「交交流流」」部部会会はは、、ままささにに地地域域福福祉祉のの基基盤盤ででああるる、、人人とと人人、、人人とと社社会会のの繋繋ががりりづづくくりり

ににつついいてて様様々々なな観観点点かからら議議論論ししててききままししたた。。地地域域のの孤孤立立をを防防ぐぐこことと、、仲仲間間づづくくりりををすす

すすめめるるこことと、、そそののたためめのの機機会会やや場場ををどどうう作作るるかか、、大大学学生生のの社社会会参参加加ををどどうう引引きき出出すすかか、、

ななどど、、具具体体的的ななアアイイデデアアもも多多くく議議論論さされれままししたた。。

ココロロナナ禍禍でで再再出出発発をを余余儀儀ななくくさされれたた地地域域活活動動でですすがが、、本本計計画画ををももととにに、、酒酒々々井井町町がが

誰誰ももがが安安全全安安心心にに暮暮ららすすここととががでできき、、そそのの人人ららししいい生生きき方方ががででききるる地地域域づづくくりりののたためめ

のの行行動動計計画画ととななるるここととをを願願っってていいまますす。。

令令和和 55年年 33月月

第第３３期期酒酒々々井井町町地地域域福福祉祉計計画画等等策策定定委委員員会会

委委員員長長

順順天天堂堂大大学学ススポポーーツツ健健康康科科学学部部健健康康学学科科

先先任任准准教教授授 松松 山山 毅毅
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策定委員の皆さん
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酒酒々々井井町町ママススココッットトキキャャララククタターー

井井戸戸っっここ（（ししすすいいちちゃゃんん））

第３期

酒々井町地域福祉計画

酒々井町地域福祉活動計画

「みんなで創ろう ～助け合い・支え合う

福祉の町 酒々井～」

令令和和５５年年３３月月

発行 酒々井町健康福祉課

千葉県印旛郡酒々井町中央台４丁目１１番地

ＴＥＬ ０４３－４９６－１１７１

発行 社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会

千葉県印旛郡酒々井町中央台４丁目１１番地

ＴＥＬ ０４３－４９６－６６３５


